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がん診療連携拠点病院の整備について   

我が国のがん対策については、がん対策基本法（平成18年法律第98号）及び同  

法の規定に基づく「がん対策推進基本計画」（平成19年6月15日間議決定。以下  

「基本計画」という。）により、総合的かつ計画的に推進しているところである。   

がん診療連携拠点病院については、全国どこでも質の高いがん医療を提供すること  

ができるよう、がん医療の均てん化を戦略目標とする「第3次対がん10か年総合戦  

略」等に基づき、その整備を進めてきたところであるが、基本計画において、更なる  

機能強化に向けた検討を進めていく等とされていることから、「がん診療連携拠点病  

院の指定に関する検討会」を開催し、指定要件の見直し等について検討を進めてきた  

ところである。   

今般、この検討会からの提言を踏まえ、「がん診療連携拠点病院の整備に関する指  

針」（以下「指針」という。）を別添のとおり定めたので通知する。   

ついては、各都道府県におかれては、指針の内容を十分了知の上、がん患者がその  

居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けるこ  

とができるよう、がん診療連携拠点病院の推薦につき特段の配慮をお願いする。   

また、指針に規定する「新規指定推薦書」等については、別途通知するので留意さ  

れたい。   

おって、「がん診療連携拠点病院の整備について」（平成18年2月1日付け健発  

第0201004号厚生労働省健康局長通知）は、平成20年3月31日限り廃止する。   



がん診療連携拠点病院の整備に関する指針  

Ⅰ牒手鋸引こついて  

1 がん診療連携拠点病院（都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携   

拠点病院をいう。以下同じ。）は、都道府県知事が2を踏まえて推薦する医療機   

関について、第三者によって構成される検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が  

適当と認めるものを指定するものとする。   

2 都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るととも  

に、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者  

に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県がん診療連携拠点病院にあ  

っては、都道府県に1カ所、地域がん診療連携拠点病院にあっては、2次医療圏   

（都道府県がん診療連携拠点病院が整備されている2次医療圏を除く。）に1カ  

所整備するものとする。ただし、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及び  

がん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場合には、  

この限りでないものとする。なお、この場合には、がん対策基本法（平成18年  

法律第98号）第11条第1項に規定する都道府県がん対策推進計画との整合性  

にも留意すること。   

3 国立がんセンター中央病院及び東病院は、この指針で定めるがん診療連携拠点  

病院とみなし、特に、他のがん診療連携拠点病院への診療に関する支援及びがん  

医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成等の  

役割を担うものとする。   

4 厚生労働大臣は、がん診療連携拠点病院が指定要件を欠くに至ったと認めると  

きは、その指定を取り消すことができるものとする。  

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について  

1 診療体制  

（1）診療機能   

（D 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供  

ア 我が国に多いがん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がんをい  

う。以下同じ。）その他各医療機関が専門とするがんについて、手術、放  

射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び緩和ケア  

（以下「集学的治療等」という。）を提供する体制を有するとともに、各  

学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療（以下「標準的治療」とい  

う。）等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。  

イ 我が国に多いがんについて、クリティカルパス（検査及び治療等を含め  

た詳細な診療計画表をいう。）を整備すること。  
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ウ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キャン  

サーーボード（手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技  

能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状  
態及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレ  

ンスをいう。以下同じ。）を設置し、定期的に開催すること。  

② 化学療法の提供体制   

ア 急変時等の緊急時に（3）の②のイに規定する外来化学療法室において  

化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確保すること。   

イ 化学療法のレジメン（治療内容をいう。）を審査し、組織的に管理する  

委員会を設置すること。なお、当該委員会は、必要に応じて、キャンサー  

ボードと連携協力すること。  

③ 緩和ケアの提供体制   

ア （2）の（∋のりに規定する医師及び（2）の②のウに規定する看護師等  

を構成員とする緩和ケアチームを整備し、当該緩和ケアチームを組織上明  

確に位置付けるとともに、がん患者に対し適切な緩和ケアを提供すること。   

イ 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。   

ウ アに規定する緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が  

参加する症状緩和に係るカンファレンスを週1回程度開催すること。   

エ 院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケアチームによる診察が受けら  

れる旨の掲示をするなど、がん患者に対し必要な情報提供を行うこと。   

オ かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師がアに規定する緩  

和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要  

な説明及び指導を行うこと。   

カ 緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど、地域の  

医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備すること。  

④ 病病連携・病診連携の協力体制   

ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行うこと。また、が  

ん患者の状態に応じ、地域の医療機関へがん患者の紹介を行うこと。   

イ 病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線療法又は化学療法に  

関する相談など、地域の医療機関の医師と相互に診断及び治療に関する連  

携協力体制を整備すること。   

り 我が国に多いがんについて、地域連携クリティカルパス（がん診療連携  

拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療計画表  

及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体像を体  

系化した表をいう。以下同じ。）を整備すること。   

エ ウに規定する地域連携クリティカルパスを活用するなど、地域の医療機  

関等と協力し、必要に応じて、退院時に当該がん患者に関する共同の診療  

計画の作成等を行うこと。  
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⑤ セカンドオピニオンの提示体制  

我が国に多いがんについて、手術、放射線療法又は化学療法に携わる専門  

的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオン（診断及び治療法  

について、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいう。以下  

同じ。）を提示する体制を有すること。  

（2）診療従事者   

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置  

ア 専任（当該療法の実施を専ら担当していることをいう。この場合におい  

て、「専ら担当している」とは、担当者となっていればよいものとし、そ  

の他診療を兼任していても差し支えないものとする。ただし、その就業時  
間の少なくとも5割以上、当該療法に従事している必要があるものとす  

る。以下同じ。）の放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医  

師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤  

であること。また、専従（当該療法の実施日において、当該療法に専ら従  

事していることをいう。この場合において、「専ら従事している」とは、  

その就業時間の少なくとも8割以上、当該療法に従事していることをい  

う。以下同じ。）であることが望ましい。  

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上  

配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤であること。  

また、専従であることが望ましい。  

ウ （1）の③のアに規定する緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に  

携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること。な  

お、当該医師については、原則として常勤であること。また、専従である  

ことが望ましい。  

（1）の（∋のアに規定する緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる  

専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること。なお、当該  

医師については、専任であることが望ましい。また、常勤であることが望  

ましい。  

エ 専従の病理診断に携わる医師を1人以上配置すること。なお、当該医師  

については、原則として常勤であること。   

② 専門的な知識及び技能を有するコメディカルスタッフの酉己置  

ア 専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を1人以上配置するこ  

と。  

専任の放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画  

補助作業等に携わる常勤の技術者等を1人以上配置すること。  

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を  

1人以上配置すること。  

（3）の②のイに規定する外来化学療法室に、専任の化学療法に携わる  
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専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること。な  

お、当該看護師については、専従であることが望ましいょ  

ウ （1）の③のアに規定する緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わる  

専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること。  

（二1）の③のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療心  

理に携わる者をそれぞれ1人以上配置することが望ましい。  

ェ 細胞診断に係る業務に携わる者を1人以上配置することが望ましい。   

③ その他  

ア がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、各診療  

科の医師における情報交換・連携を恒常的に推進する観点から、各診療科  

を包含する居室等を設置することが望ましい。  

イ 地域がん診療連携拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に携  

わる専門的な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定期的  

に評価し、当該医師がその専門性を十分に発挿できる体制を整備するこ  

と。なお、当該評価に当たっては、手術・放射線療法・化学療法の治療件  

数（放射線療法・化学療法については、入院・外来ごとに評価することが  

望ましい。）、紹介されたがん患者数その他診療連携の実績、論文の発表  

実績、研修会・日常診療等を通じた指導実績、研修会・学会等への参加実  

績等を参考とすること。  

（3）医療施設   

① 年間入院がん患者数  

年間入院がん患者数（1年間に入院したがん患者の延べ人数をいう。）が  

1200人以上であることが望ましい。   

② 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置  

ア 放射線治療に関する機器を設置すること。ただし、当該機器は、リニア  

ックなど、体外照射を行うための機器であること。  

イ 外来化学療法室を設置すること。  

り 集中治療室を設置することが望ましい。  

ェ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室を設置すること。  

オ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための場を設ける  

ことが望ましい。   

③ 敷地内禁煙等  

敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。  

2 研修の実施体制  

（1）原則として、別途定める「プログラム」に準拠した当該2次医療圏において   

がん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に実施  

すること。  

（2）（1）のほか、原則として、当該2次医療圏においてがん医療に携わる医師  
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等を対象とした早期診断及び緩和ケア等に関する研修を実施すること。なお、  

当該研修については、実地での研修を行うなど、その内容を工夫するように努  

めること。  

（3）診療連携を行っている地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同のカン  

ファレンスを毎年定期的に開催すること。  

3 情報の収集提供体制  

（1）相談支援センター  

①及び②に掲げる相談支援を行う機能を有する部門（以下「相談支援セン  

ター」という。なお、相談支援センター以外の名称を用いても差し支えない  

が、その場合には、がん医療に関する相談支援を行うことが分かる名称を用い  

ることが望ましい。）を設置し、当該部門において、アからキまでに掲げる業  

務を行うこと。なお、院内の見やすい場所に相談支援センターによる相談支援  

を受けられる旨の掲示をするなど、相談支援センターについて積極的に広報す  

ること。   

（》 国立がんセンターがん対策情報センター（以下「がん対策情報センター」  

という。）による研修を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれ  

ぞれ1人以上配置すること。  

② 院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族  

並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備するこ  

と。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体  

制の構築に積極的に・取り組むこと。  

＜相談支援センターの業務＞   

ア がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期発見等に  

関する一般的な情報の提供   

イ 診療機能、入院・外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野・  

経歴など、地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集、提供   

ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介   

エ がん患者の療養上の相談   

オ 地域の医療機関及び医療従垂者等におけるがん医療の連携協力体制の  

事例に関する情報の収集、提供   

カ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談   

キ その他相談支援に関すること  

（2）院内がん登録   

① 健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院内がん登録を実施す  

ること。   

② がん対策情報センターによる研修を受講した専任の院内がん登録の実務を  
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担う者を1人以上配置すること。   

③ 毎年、院内がん登録の集計結果等をがん対策情報センターに情報提供する  

こと。   

④ 院内がん登録を活用することにより、当該都道府県が行う地域がん登録事  

業に積極的に協力すること。  

（3）その他   

① 我が国に多いがん以外のがんについて、集学的治療等を提供する体制を有  

し、及び標準的治療等を提供している場合は、そのがんの種類等を広報する  

こと。   

② 臨床研究等を行っている場合は、次に掲げる事項を実施すること。  

ア 進行中の臨床研究（治験を除く。以下同じ。）の概要及び過去の臨床研  

究の成果を広報すること。  

イ 参加中の治験について、その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報  

することが望ましい。  

Ⅲ 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件について   

医療法第4条の2（昭和23年法律第205号）に基づく特定機能病院を地域が  

ん診療連携拠点病院として指定する場合には、Ⅱの地域がん診療連携拠点病院の指  

定要件に加え、次の要件を満たすこと。  

1 組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線療法を行う機能を有   

する部門（以下「放射線療法部門」という。）及び組織上明確に位置付けられた   

複数種類のがんに対し化学療法を行う機能を有する部門（以下「化学療法部門」   

という。）をそれぞれ設置し、当該部門の長として、専任の放射線療法又は化学   

療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師をそれぞれ配置するこ   

と。なお、当該医師については、専従であることが望ましい。  

2 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院等の医師等に対し、高度のがん医   

療に関する研修を実施することが望ましい。  

3 他のがん診療連携拠点病院へ診療支援を行う医師の派遣に積極的に取り組むこ   

と。  

叩灘珍療連携拠ノ点嘩院の指定要イ利こついて  

都道府県がん診療連携拠点病院は、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及   

びがん診療の連携協力体制の構築に関し中心的な役割を担い、Ⅱの地域がん診療連   

携拠点病院の指定要件に加え、次の要件を満たすこと。ただし、特定機能病院を都   

道府県がん診療連携拠点病院として指定する場合には、Ⅲの特定機能病院を地域が   

ん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件に加え、次の要件（1を除く。）   

を満たすこと。   

1 放射線療法部門及び化学療法部門をそれぞれ設置し、当該部門の長として、専  
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任の放射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師   

をそれぞれ配置すること。なお、当該医師については、専従であることが望まし   

い。  

2 当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師・   

薬剤師・看護師等を対象とした研修を実施すること。  

3 地域がん診療連携拠点病院等に対し、情報提供、症例相談及び診療支援を行う   

こと。  

4 都道府県がん診療連携協議会を設置し、当該協議会は、次に掲げる事項を行う   

こと。  

（1）当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制及び相談支援の提供体制その  

他のがん医療に関する情報交換を行うこと。  

（2）当該都道府県内の院内がん登録のデータの分析、評価等を行うこと。  

（3）がんの種類ごとに、当該都道府県においてセカンドオピニオンを提示する体  

制を有するがん診療連携拠点病院を含む医療機関の一覧を作成・共有し、広報  

すること。  

（4）当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院への診療支援を行う医師の派遣  

に係る調整を行うこと。  

（5）当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が作成している地域連携クリテ  

ィカルパスの一覧を作成・共有すること。また、我が国に多いがん以外のがん  

について、地域連携クリティカルパスを整備することが望ましい。  

（6）Ⅱの2の（1）に基づき当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が実施  

するがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修その他各種研修  

に関する計画を作成すること。  

Ⅴ働巨・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日  

について  

1 既にがん診療連携拠点病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて  

（1）「がん診療連携拠点病院の整備について」（平成18年2月1日付け健発第   

0201004号厚生労働省健康局長通知）の別添「がん診療連携拠点病院の整備に   

関する指針」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けている医療機関   

（以下「既指定病院」という。）にあっては、平成22年3月末までの間に限  

り、この指針で定めるがん診療連携拠点病院として指定を受けているものとみ  

なす。  

（2）都道府県は、既指定病院を平成22年4月1日以降も引き続きがん診療連携   

拠点病院として推薦する場合には、推薦意見書を添付の上、平成21年10月  

末までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。  

（3）Ⅰの1及び2、ⅢからⅣまで並びに3の（2）及び（3）の規定は、既指定  

病院の指定の更新について準用する。  
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2 指定の推薦手続等について  

（1）．都道府県は、Ⅰの1に基づく指定の推薦に当たっては、推薦意見書を添付の   

上、毎年10月末までに、別途定める「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提  

出すること。また、地域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病  

院として指定の推薦をし直す場合又は都道府県がん診療連携拠点病院を地域が   

ん診療連携拠点病院として指定の推薦をし直す場合も、同様とすること。  

（2）がん診療連携拠点病院は、都道府県を経由し、毎年10月末までに、別途定  

める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。  

：i 指定の更新の推薦手続等について  

（1）Ⅰの1の指定は、4年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によ  

って、その効力を失う。  

（2）（1）の更新の推薦があった場合において、（1）の期間（以下「指定の有  

効期間」という。）の満了の日までにその推薦に対する指定の更新がされない  

ときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその指定の更新がされるま  

での問は、なおその効力を有する（Ⅰの1に規定する第三者によって構成され  

る検討会の意見を踏まえ、指定の更新がされないときを除く。）。  

（3）（2）の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間  

は、従前の指定の有効期間の満了の目の翌日から起算するものとする。  

（4）都道府県は、（1）の更新の推薦に当たっては、推薦意見書を添付の上、指  

定の有効期間の満了する目の前年の10月末までに、別途定める「指定更新推  

薦書」を厚生労働大臣に提出すること。  

（5）Ⅰの二1及び2並びにⅡからⅣまでの規定は、（1）の指定の更新について準  

用する。  

4 指針の見直しについて  

健康局長は、がん対策基本法第9条第8項において準用する同条第3項の規定   

によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合   

には、この指針を見直すことができるものとする。  

5 施行期田  

この指針は、平成20年4月1日から施行する。ただし、Ⅱの3の（1）の①   

及びⅡの3の（2）の②については、平成22年4月1日から施行する。また、   

Ⅱの1の（1）の④のりについては、平成24年4月1日から施行する。  
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がん診療連携拠点病院の整備に関する指針  

（定義の抜粋）  

1 我が国に多いが  

肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がんをいう。  

2 クリティカルパス  

検査及び治療等を含めた詳細な診療計画表をいう。  

3 キャンサーボー   

手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その  

他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交換  

・共有・検討・確認等するためのカンファレンスをいう。  

4 レジメン  

治療内容をいう。  

5 地域連携クリティカルパス   

がん診療連携拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療  

計画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体像を体系  

化した表をいう。  

6 セカンドオピニオン   

診断及び治療法について、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見を  

いう。  

7 専イ   

当該療法の実施を専ら担当していることをいう。この場合において、「専ら担当  

している」とは、担当者となっていればよいものとし、その他診療を兼任していて  

も差し支えないものとする。ただし、その就業時間の少なくとも5割以上、当該療  

法に従事している必要があるものとする。  

8 専   

当該療法の実施日において、当該療法に専ら従事していることをいう。この場合  

において、「専ら従事している」とは、その就業時間の少なくとも8割以上、当該  

療法に従事していることをいう。  
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9 年間入院がん患者套  

1年間に入院したがん患者の延べ人数をいう。  

10 放射線療   

組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線療法を行う機能を有す  

る部門をいう。  

11化学療法妻   

組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し化学療法を行う機能を有する  

部門をいう。  
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平成19年鹿部道府県がん対策予算（実績）  

（里位：千円）  

都道府県名  各都道府県計  県単独  
1／2事業等  10／1〔〉事業   1／2事業等   10／10手兵  1／2事業等  10／10事業   

ll  北海道   126．69（）   1之3，之96   90．92ユ   90．923   0   32，a了3   22．も1：l   9，560   0   0   0   3．394   

2  青森   36．593   Z7．188   11．121   10．587   534   †1，730   3．ロ16   8．714   4．337   3．815   522   g．舶5   

3  岩手   84．799   25，961   25．961   25，9¢l   0   0   0   0   0   0   0   8．838   
4  宮城   141．8TO   131，165   46．502   46．502   0   81．130   48．441   32．689   3．533   3．533   0   10，705   

5  秋田   271．400   133．265   13．685   13．朗5   0   17，0ロロ   0   17．ODD   10乙800   28．428   7ヰ．1丁之   138．135   
8  山形   32乳957   3柑．6J＝   31．316   3】．318   0   之85，565   28さ一565   0   1．760   †．76ロ   0   11，318   

7  福島   73．839   丁2．4¢6   59．918   59．918   0   8▲892   0   臥692   3．856   1．109   2．74丁   1．178   
8  茨城   Z57．573   68．g16   88．ZZ6   68．2Z6   0   0   q   0   890   69q   0   188月57   

9  栃木   110．757   73．510   18．065   18．065   0   50．71Z   0   50．71之   4．733   976   3．757   3丁．247   

10  群馬   114．703   105．480   57．708   57．706   ロ   4丁．7了4   3．774   44．000   0   0   8   9．Z23   

m  埼玉  24．801  17．021  17．021  17．（ほ1  0  0  0   0  0  0  0  7．780   
12  千葉   222．2【】1   202．926   66．086   88．086   0   13之．084   123．064   軋000   4．776   4，778   0   19．275   

13  東京  798．735  795．287  g2．770  82．770  0  858．350   658．350  0  44．187  叫．187  ○  3．448   
14  神奈川  641．215  86．498  85．000  85．000  0  1．050  1，050  0   448  448  0   554．T17   

四  新潟   591．255   531，¢90   55．469   55．469   0   468β5l   454，051   14．600   7，570   4．859   2－711   5g．585   

18  富山   378．7¢7   342．566   46．25王事   48，253   0   294．032   279．300   14．丁32   2．28l   2．281   0   36．201   

T9  石川   71．037   58．97（；   31．57¢   31，578   0   24．408   0   24．400   1．000   1．000   0   14．061   

24  福井   丁7．950   53．387   31．11！I   31，119   0   17．380   0   17．300   4．g48   4．948   0   24．588   

18  山梨   104，311   52．777   29．000   29，000   0   9．Ot〉0   0   9，000   14．777   2．530   ほ．24丁   51．584   

17  長野   916．170   914．688   49．586   49．586   0   朗5．102   84ロ．000   Z5．102   0   0   0   1．482   

20  岐阜   97．519   88．852   36．019   36．019   0   43．744   2¢，744   1丁．000   臥889   7．389   1．50D   8．867   

21  静岡   152．197   120．031   87．424   87．424   0   18．908   9．908   9．000   13．699   13．699   0   82．168   
2Z  愛知   1．171．623  1．163．861   85，412   85．412   0  1．089．285  1．051．285   18．000   8．964   935   8．029   7劇陀   

23  三重   409．丁45   4D8．897   25，020   25．020   ロ   385．150   339．150   26．00（I   16．727   8．727   10．000   2．848   

Z5  滋賀   509．引3   504．593   21．065   21．065   0   480．900   480．900   0   2．628   2．628   0   4．920   

26  京都   360，041   355．841   61，920   61．陀0   0   289．000   280．000   鋸∝氾   4．121   4．121   0   5．000   

27  大阪   491．997   138．224   86．358   86，356   0   48．807   33．078   †5．72g   3．ロ81   3．081   0   353．773   

Z8  兵庫   801．124   744．688   66，618  66．618  0   661．717   638，750  22．967   16．333   16．333   0   56．458   

2ミI  奈良   7．630  7，630   7，630   7．630   0  0   ロ   8  0  ○   D   0   

30  和歌山   32．218   32．218   25，85Z   25．852   0   4．980   0   4，980   1．388   1，386   0   0   

31  鳥取   5粥．573   588．618  之3．58D  23．560  0   585．058   560．000  5．058   0  0  0  8月55   
32  島根   871，77ヰ  851．089  32．963  32．963  ロ   793．了25   788．754   12．971  24，401  190  24．211  20．885   

3こI  岡山   679．ユー9   658．528   38．512   38．512   0   551．870   534．870  17，000   88．148   乙006   66．140   28．791   

34  広島  206．153  135．039  了6．760  78．丁60  0  49．611  14．50¢  35．TD5  －8．668  8．668  D  71．114   
35  山口   41了，g15   396．与さ9   37．786   〇7，786   D   344．321   299．880   44．441   14．252   14．252   0   21．556   

36  徳島   之82．6t柑   2丁乳227   18．227   18，227   0   261．000   252．000   9．000   0   0   0   3．442   

3了  香川   581．099   555．268   6．876   6．878   D   548．592   540．050   8．542   0   0   0   25．831   

38  愛媛   339．261   33丁．901   10．0ロ0   10．00ロ   0   808．2と持   282．285   28．000   1g．616   用．750   3．868   1．さ68   

39  高知   44．548   41．221   10．427   10．4之7   0   17．000   0   17．000   13．794   0   13．794   3．さ27   

4ロ  福岡   534．954   521．929   34．37了   3ヰ．377   ロ   326．423   308．433   17．g90   181．129   160．077   1．052   13．0之5   

41  佐賀   319．985   274．236   23，糾9   23．549   0   250．687   229．950   20．737   0   8   0   ．45．了49   

42  長崎   378．655   383．352   39，382   39．382   0   323．990   297．99D   26．000   0   0   0   1a．303   

イ3  熊本   78．401   68．114   39．480   16．7ヰ7   22．713   26．00（】   0   26．000   2．654   2，654   D   乱287   

由  大分   30【〉．463   299．06了   282   282   0   298．20（）   29さ．20t）   0   585   585   0   1．耶沌   

45  宮崎  19，402  1之，133   0  0  0  3．385  0  3．385  8．748  1．5gO  7．158  7．269   
46  鹿児島   400．961   398．309   17，273   1丁．273   0   3（】5．300   279，300   26．00（〕   75，736   6．TT7   88．p59   2．¢52   

47  沖 15．646   15．648   15．糾8   15．646  0  0  0  ロ  ロ  8  0  0  
15．420，808  13ノ柑1．335  1．855。459  1．83乙212   23．247  10．980．863  10．257，457   703．406   675∫013   3丁4．148   300．8651 1，929，473  
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平成19年鹿田庫補助事案活用状況  

（単位・千円）   

＝珊‾ ≡  独立行政法人等  

都道府県名  事業  女性のがん検診  がん検診モデル  マンモ研修  がんネット   機僻蘭化  特別事轟   事業  マンモ研修  がんネット   機能強化  リニアック  
予算   98．465   55．OC10  93．980   111．753   1．11ヰ，500   1．485，000   予算   62．610   111．7糾   55   5．000   3，邦0，008  
決定   25．9g3   534   11．548   7．712   8之3．048  64，95了   決定   996   1叫．3丁2   61   5．888   4．8之0．8ヰ2   

1北海道   3a．0：I8   ○   0   1．538   0   31．500  囲   0   18．134   0   9．184   9．000    （1）  0   

Z青森   5．827   148   584   847   0   4月80  田   0  巾柑．8g≦l   0   g85   8．714    （1）   140．000   
汁着手   6．9Tl   D   0   0   971   8．0叩  眩〉   0   0   0   0   0  ○   
ヰ宮城   柑．658   180   0   0   0   19．4丁（事  （ヰ）   0   54．528   47†   21，368   3乙88g    （3）  0   

叶秋田  6．831  0   8   0   0   6．8al  （8〉   0   17．000   0   0   lll    （1）  0   

5山形   15．858   0   0   0   0   15．658  （5〉   0  149．780   0   4．用Z  5，678    （1）   140．000   
7福島   Z5．1！柑   0   0   1gO   0   25，003  （5〉   0   ＝ ■●   ○   0   8．892    （1）  0   

8茨城   34．102   1．628   0   ○   5．887   28．589  （丁）   0   0   0   ロ   0  0   

叶栃木   27．812   5D8   0   0   0   之7，3（川  （6）   0   ○   ○   D   0  0   

ひ群馬   Z8．753   930   0   8ヱ3   0   ヱ7，000  （6）   0   4ち，之57   0   1．257   44．000    （4）  0   

什埼玉   8．848   1．510   0   0   854   8．485  （7）   0   ○   0   0   0  ○   
Z千葉   3：蓼．331   1．17：I   0   785   0   80．338  （6）   人090  122．831   ○   7．63ヰ   9，000    （1）  105．g97   
甘栗京   5Z．189   3，ヰ之5   0   0   0   44．526  （1Cl）   4．238  24乱72＄   0   0   0  249．丁25   

叶神森川  ヰ8．500  0  ○  0  ○  48．500  （11）  0  280．犯5  525  0  0    280，00D   
5新潟   柑．81之   0   0   q   0   18．812  田   0  178－830   0   2g．030   g．000    （1）   140．000   
叶冨山   Z8．125   1．500   0   0   0   21．825  （8）   0  柑4．7壬〉0   0   0   15．130    く2）   1ユ9．＄50   

7石川   18．500   0   0   8   0   13．500  （3）   0   24．400   0   0   24．400    （2）  0   

叶福井   15．559   605   0   0   0   14，g54  （3）   8   17．800   ○   0   1丁．3【IO    （2）  0   

9山梨   14，500   0   0   0   0   14，500  （3）   0   9．000   ○   0   9．000    く1）  0   

叶畏野   23．015   】39   0   3丁8   0   22．500  （5）   0  293．50（〉   ○   0   17，000    （1）  276．500   

1岐阜  18．169  521  ロ  1．ヱロ5  0   0   30．408   ○   13．408   17．OClO    （1）  0   

2静岡   43．712   4，024   0   1．504   0   18．ヰ48  （6）                                 38．184  （9）  8  13，き糾  0  4．954  凱000    （1）      8   
3愛知   4乙705   D   ○   0   0   42．了05  （9）   0  80Z．188   0   4．138   18．000    （2）  280．000   
4三重   18．806   ヰ54   q   1．08a   0   7．2悶  （3）   4．998  188．OC10   0   0   之¢．000    （2）   140．000   
5滋賀   10．ち32   40D   0   0   0   10，13之  （3）   0  川吼000   

（¢）   

7大阪   38．848   8   0   0   0   38．8ヰ8  （8）   ○   81．928   0   16．199   15．丁28    （2）  0   

8兵庫   33．309   i19   0   1．390   ○   28．580  （7）   3．100  304，987   0   0   之4、g¢丁    く3）  281】，QOO   

9奈良  3．815   315   ロ   0   0   8．500  齢  8   0   0   0   0  0   

帆和歌山   13．740   0   0   ○   0   11．845  （4）   1．8g5   4．880   ○   0   4－980    く1）  0   

1鳥取   11．7了9   2了7   ロ   0   0   11．802  （3）   0  285．058   0   0   5．058    （1〉  280，000   
2島根   17．293   0   0   0   0   18．851  田   1，642  2gl，505   ○   0   12．971    （2）  278，534   
引岡山   19．092   1．092   O O 0   0   用．000  （4）   0  15丁．000   ’■○   0   17．000    （1）  佃0．800   

4ぷ；5  ユ5．0（】0    く3）  0   

19．7錮    （2）  140．000   

8愛嬢   5，000   0   0   0   0   5．000  （5）   0  188．9g5   0   995   2tI．008    （2）   140．000   
9高知   与．Z13   91   0   150   0   8．ちqq  凪   1，ヰ†2   11．qqq   0   ○   11．000    tl）  0   

0福岡   1¢．140   8   0   811   ○   15．ヱ29  （6）   0  3之4．235   0   26．8ユ3   17．990    色）  27g．91ヱ   

1佐賀   12．22Z   942   0   0   0   9．019  （2）   2，之81  130．551   0   O O 15．5了8    （ヱ）   114．875   
2長崎   19．681   1．681   0   0   0   18．000  匝）   0  168．008   0   ○   26．000    （幻  140，000   

引熊本   31，084   256   0   0   8   5．574  囲   ヱ5．254   之8．0脚   ○   0   26．000    也）  ○   

4大分   140   】40   0   ○   8   D  0  Tヰ0．000   0   8   0  140．000   

針宮崎   0   ロ   ○   ○   0   0  0   3．385   0   0   さ．a85    （り  D   

6鹿児島   8．860   755   0   48ヰ   0   5．885  く2）   1．768  185．郎0   0   0   28．0ロ○    （2）   188．850   
丁沖縄   8，785   0   0   0   8   8．785  （3）   0   0   0   ○   ○  0   

合計   933．790   25．993   534   11．54¢   7．712   8之8．048I21引  04．9訂    5．382．098   996   144，372 815，888   601  4．820．84之   

※ 機能強化欄のカツコ手きは捕物件朔である。   
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平成19年鹿部道府県別がん対策予算執行状況  

事業名   補助率  19決算絃（千円）  交付決定額（干円）   群雲   

北海道  

国庫補助事業（都道桐＝県〉  90，923   33，038  

lマンモグラフィ検診従事者研修事業費   1／2   3．449   1，538  マンモグラフィ談影医師養成研修の開催（開催場所：札幌市）   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   87，474   
国立の がんセンターを、く地がん診  ‖い内川丙几し・  

31，500      （＠7，000千円×9病院）   
国庫補助事業（拠点病院等）  32∫373   18，134  

1／2  
国立がんセンターに導入されているがん診療情報ネットワークシステムを地方中核がん  

1がん診掃施設情報ネットワーク事業費  1／3   
22，813   9．134   診療施設と回線通信で結ぶために要する経費に対する補助（補助対象：北海道がんセ  

ンクー）   

2がん診凍逆携拠点病院機能強化事業費   10／10   9，560   9，000  地域がん診療連携拠点病院である国立病院機構北海道がんセンターに対する補助   

県単独事業  3．394   0  

】たばこ対策推進事業  3，394  
たばこ対策普及啓発事業（喫煙の健康影響の普及啓発、未成年者の喫煙防止、たば  
こをやめたい人に対する禁煙支援）及び禁煙・分煙実施施設認定事業の実施   

青森県  

国庫補助事業（都道府県）．  11．121   5．827  

l女性のがん検診啓発普及等事集費   1／2   292   146  女性のがん検診についての普及啓発リーフレットの作成   

2がん検診実施体制強化モデ′レ事業費   10／10   534   534  乳がん及び子宮がん検診結果のデータペース化及び県ホームページへの公表   

3マンモグラフィ検診従事者研修事業費   リ2   1，295   
マンモグラフィ検診に従事しているものに対する研修  

647   （財）青森県放射線技師会に委託して実施   

4がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1ノ2   9，0（）0   4，500  がん診療連携拠点病院（三沢市立三沢病院：地域拠点）に対する補助   

国庫補助事業（拠点病院等）  11，730   149，699  

◆ん診療施設晴儲凍、、トワーク事業費   
l／2   3．016   985  国立がんセンターを中心としたネットワークシステムの運営費（県立中央病院実施）   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   8，714   8．714  がん診療連携拠点病院（弘前大学医学部附属病院：地域）に対する神助   

3がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費   1／2   0   140，qOO  直腺加速装置（リニアック）等の整備に係る繍助（八戸市立市民病院（⑳繰越））   

国庫補助事業（上記以外の事業〉  4，337   2，429  

①本県のがん対策を検討するための組掩（県がん医療検討賓邑会）の設置  

1医療連携体制推進事業   1／2   3．815   1，907   ②在宅緩和医療に関する資源調査及び関係機関の連携手港の検討を行う組織の設  
置  



事業名   補助率  19決算額（手円）  交付決定額（千円）   概要   

2専門分野（がん）における質の高い看護師育成事業   1て）／10   522   522  がんにおける臨床実践簡力の高い看領師の育成にかかる研修の実施   

県単独事業  9．405   ’0  

1青森県がん確患等調査事業  3，784  地域がん登録にかかる経費   

2女性のがん検診実態把握綱査事業  53丁  乳がん、子宮がん検診受診者実儲把提のためのアンケート調査実施   

3生活習慣病検診従尊者指導講習会開催事業  1．632  各がん検診従事者のための練習会の実施   

4がん医療施設等尖態嗣査事業  2，94q  県内のがん医凍施設におけるがん医療の実態把撞のための訴査実施   

5がん専門薬剤師研修事業  512  がん医療に携わる薬剤師の研修派速に係る経費の補助   

岩手県  

国庫補助事業（都道府県）  25，961   6，971  

1／2  13．96l   97l   
国立がんセンター及び国立循虎器センターと本県の中核医療機関との間で整備した  

1がん診療施設情報ネットワーク事業費   1／3       壷ヱ土ワークを遊星⊥＿最先端重度鹿障報や簸姫里効率自≡膣鯉嬢と偏男鹿遭進＿．…＿．＿＿．．＿   
2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   12，000   6－00（〉  地域がん診深遠携拠点病院   6，000千円×2病院   

県単独事菓  8，838   0  

1がん・脳卒中対策事業費  4，600  脳卒中登録及び地域がん登録事業を実施   

2性来診査管理指導事業費  l，891  生活習慣病健診管理指導協議会、生活習慣病健診従事者摘草誠習会   

3緩和ケア啓発推進事案費  2，347  
緩和ケア支援委員会における硬和ケア・ホスヒスケアの推進についての検討  
がん治療に従事する医師を対象とした緩和ケア研修の実施   

宮城県  

国庫補助事業（都道府県）  46，502   19，6粥  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   36l   t80  ・がん検診の受診率向上のための普及啓発等の講演会，パネル展等を行う。   

2がん診療連携拠点病院機能強化事集貨   1／2、   46．141   
・ヽ貯， 丙粥の託 月 」， の，  舛  

19，478         内がん登録体制の整備等を行う。   

国庫補助事業（拠点病院等）  81．130   54，528  

1／2   2，973   
・マンモグラフィ検診の精度向上のため，検診に従事する読影医師の美成に係る研修  

lマンモグラフィ検診従事者研修事業費  
471   を施する（（財）宮県対がん協会主催）   

2がん診療施設情報ネットワーク事某費   
1／2  
1／3   

45，468   21，368  ・国立がんセンター等とつなぐネットワークシステム構轟及び維持管理。   

10／10   32－689   3がん診療連携拠点病院機能強化事業費  32，689  ・がん診療連携拠点病院の診療機能強化のため，各種研修の実施，相談支揺及び院 内がん登録体制の整備等を行う。   
国庫補助事業（上記以外の事業）  3，533   1，766  



事業名   補助率  19決算鏡（干円）  交付決定額（干円）   概要   

l在宅緩和ケア対策推進事業   1／2   1，523   
・在宅緩和ケアの推進を図るた軋在宅緩和ケア支援センターの設置，地域における  

3，046     医療連の進等在宅緩和ケアに従事する者の研修を行う。   
2たばこ対策促進事業   l／2   487   243  t禁煙セミナーの開催．小中学校への出前講座等を行う。   

県単独事案  10，705   0  

1生活習慣病検診管理指導協議会  575  
÷市町村が実施する，胃がん，子宮がん，肺がん，乳がん及び大腸がんの精度管理を  
行う。   

2宮城県がん登録管理事凝  10，138  ・地域がん登録を行う。   

秋田県  

国庫補助事業（都道府県）  13．665   6，831  

がん診療連携拠点病院の機能強化と診療連携体制の確保を回るための事業へ支援  
◇由利組合縫合病院3，947千円  
〔医療従事者研修事業〕  
・公開カンプアランス「がん医療従事者研修会～肺がんの最新外科治療」  

平成20年3月31日開催  

〔がん登録促進事業】  
院内がん登録の夷施、地域がん登録車菓への協力、がん登録システムの整備  

〔がん相談支授事業〕  
相談件数電話14件、面談299倖  

〔普及啓発・情報提供事業】  
がん診療情報センターの設置（パンフレットの配布、ホームページ閲覧環境の提供  

等）  

◇仙北組合総合病院も087千円  

〔医療従事者研修事業〕  
工がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   13，665   ’6，831                ・緩和ケア辞演会「リンパ浮腫ケアについて」：平成19年4月25日開催  

・緩和ケア講演会r緩和ケアの普及に向けて」：平成19年5月16日開催  

〔がん登録促進事業〕  
院内がん登録の実施、地域がん登録事業への協力  

〔がん相談支援事業〕  
相談件数電話11件、面談161件  

〔普及啓発・情報纏供事業〕  
ホームページの充実等  

◇平鹿総合病院5．6引千円  
〔がん登録促進事業ユ  
院内がん登録の実施、地域がん登録事業への協力  

〔がん相談支援事業〕  
相鉄件数電話32件、面談160件  

〔普及啓発・情報提供草葉）  
ホームページの充実等’   

国庫補助事業（拠点病院等）  1丁β00   17，000  



事業名   補助率  19決算臨（千円）  交付決定騒（千円）   概要   

◇秋田大学医学部附属病院  
〔医療従事者研修事業）  

騰演会「緩和ケアとエッセンシャルドラッグj  

平成19年11月24日開催  

〔がん診療連携拠点病院ネットワーク事業〕  
総会の開催2回  
がん登録データベース部会の開催2回  

教育研修縮会の開催2回  

研修期間中の代診医の雇用4回  
1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   17，000   17，000           〔がん登錬促進事業〕  

院内がん登鏡の実施及び地域がん登録車業への協力  
院内がん登録と地域がん登録の整合性の確保のための取り組みを推進  

〔がん相談支援事業〕  
和解件数電話279件、面談168件  
セカンドオピニオン医師の紹介21件  

（普及啓発・情報提供薔業〕  

セカンドオピニオン担当医師一覧を、県内医療機関へ配付  
‘がん診療連携協儀会のホームページを開設  

がん診療の現状のビデオ視聴用のテレビを院内ホールに設置   

国庫補助事業（上記以外の事業）  66，289  

1在宅緩和ケア対策推進事業   1／2   998   
224  ．在宅緩和ケアに従事する医療従事者を対象とした研修会を県内7地域で開催。秋田  

県医師会への委託事業   

’2たばこ対策事業   1／2   421   
世界禁煙デーフォーラムの開催、受動喫煙防止対策推進事業、たばこ・アルコール  

210   健康教室の実践   

3電源立地地域対策交付金事業   10／10   38，846   38，846  人間ドックで使用する機器の更新・購入   

がん診頼通携拠点病院及び公的病院に射し、良質ながん医療の提供のための設備整  

4がん診療施設設備整備事業（医療捷供体制推進事業）  1／3   27，009   
備に必要な鐘費の助成。平鹿総合病院（内視鏡システム）、秋田組合総合病院（Ⅹ線C  

27，009    アーム装置）、山本組合総合病院（デジタルガンマカメラ）、仙北組合総合病院（Ⅹ線C  
T装置）   

10／10   ▲ 35．326   
総合的がん専門医痴人の育成。組織整備、、カリキュラム整備、遠隔授業システムの盤  

5養成プラン）  35，326   傭、mワークショップ、研修会等の実施   

県単独事業  138，135   0  

1がん対策推進計画策定費  1，003  
がん対策推薦計画の策定に伴い、意見専を開くため、がん対策推進計画検討委具  

会を開催   

2地域がん登録事業 ・  7，514  がんと診断されたものすべての医療情報の収集・分析   

3子宮がん検診助成事業  3，834  市町村が行う20歳～39歳の若年層の年1回子宮がん検診に対する助成   

4がん検診費補助金  4，ロ25  検診団体2団体に対する早朝検診の掛かり増し経費助成   

5がん診療連携拠点病院ネットワーク事業  
がん医療情報の共有や病病・病診連携体制の整備等を図るため、がん医撮推進検  

討委員会を開催  



事業名   補助率  19決算猿（千円）  交付決定額（千円）   概要   

質の高いがん医療提供体制を確立するため、都道府県がん診療連携拠点病院にお  
6がん診療機器等整備事業・  27，583   けるPET－CTの整備に要する趨費を助成。（平成19年度～20年度継続事業）  

・秋田大学医学部附属病院   

がん診療連携拠点病院に準じる県内の中核的医療機関のがん診療棟能等を強化を  

7がん診横磯能等強化事業  39，001  
支援。研修会の開催、がん登録の実施、相談支援、普及啓発辱に要する経費を助成  
・山本組合総合病院、市立秋田総合病院、秋田組合総合病院、秋田赤十字病院、中  
通総合病院、雄勝中央病院の6医療機関   

8遠隔放射線画像況影支援システム構築委託費  35，103  
がん診療連携拠点病院を中心とした医療機関連携の下、遠隔画像診断支援システム  

の定着と連携強化のための環境整備を進める。   

がん医療への取り組みやがん情報提供などについて、県民から意見を聴くため、国  
9がん医療懇話会開催費  128  立がんセンターがん情報対策センター他との共イ割こより、r秋田県がん医療娼常会」  

を、平成20年2月9日に開イ乱   

10がん治療に関する調査研究事業  19．478  
院内がん登録データ等から得られる診療情報の分析、がん治療等に関する県への堤  

言等を秋田大学へ委託   

山形県  

国庫補助事業（都道府県）  31，316   15，658  

直接補助県立3柄院事業費18．810千円（国庫補助金9．405千円）  
1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   3l．316   15，658   間接補助（県立病院以外）2病院事業費12，506千円（国庫補助6，253千円）  

洋国立大学法人はの1病院は国直額補助のため除く   

国庫補助事業（拠点病院等）  285，565   149，T80  

1がん診療施設情報ネットワーク事業費   
1／2  
1／3   

5，565   4，102  がん診療施設情報ネットワーク運営・設備更改   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10  5，678  

3がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費   1／2   280，000   140．000  県立日本海病院（国庫補助金140，000千円）   

国庫補助事業（上記以外の事業）  1．760   879  

1たばこ対策促進事業   1／2   762   
380  受動喫煙防止対策、喫煙による陣康への影響に関する普及啓発、 未成年者の喫煙防止対策   

2在宅緩和ケア対策事業   1／2   998   
在宅緩和ケア推進連絡協議会開催  

499   緩和ケアに関する従事者研修   

県単独事菜  11，316   0  

lがん対策総合推進戦略事業  904   
・山形県がん対策推進計画の策定  

0   ・がん対策推進に係る総合調整   

2がん・生活習慣病早期発見推進事業  L，828   
・がん検診医療従事者講習会の開催  

0   ・山形県生活習憤病検診等管理指導協議会の開催  



事業名   補助率  19決算輯（千円）  交付決定垣（千円〕   概要   

4がん対策嗣査研究事業  669   0  地域がん登録を活用した調査、研究に要する経費   

福島県  

国庫補助事業（都道府県）  59，鋸8   25，193  

1マンモグラフィ検診従事者研修事業費   1／2   382   190  マンモグラフィ銃影、マンモグラフィ撮影従事者に対する研修   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   59，536   25，003  院内がん登録、相談支援センターの推進等、がん診療拠点病院の整備   

国庫補助事業（拠点病院等）  8，692   8，692  

】がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   8．692   8，692  院内がん登録、相談支援センターの推進等、がん診療連携拠点病院の整備   

国庫補助事業（上記以外の事業）  3．856   3，300  

1専門分野における質の高い看護師育成事業   10／10   2，747   2，747  がん専門看護研修等（委託事業）   

2在宅破和ケアに関する研修草葉   1／2   448   223  緩和ケアに関する従事者（コメディカル）対象の研修   

3在宅ホスピスケア等普及事業   1／2   281   140  緩和ケアにパンフレット作成   

4在宅ホスピスケア等地域連携全島   1／2   380   190  緩和ケア地域連携会議（モデル事業）   

県単独事業  1，173   0  

2福島県生活習慣柄検診等従事者指導持習会  乳がん検診以外の検診従事者に対する研修   

茨城県  

国庫補助事業（都道府県）  68，226   34，102  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   3，252   
女性のがん対策について重点的に取り組むため．がん検診啓発のための持習会，展  

1，626   示会等を開催した。   
1／2  

11，762   
5，887   ツソス丁ムヘ TT 川、，耳pンT P′    丙  

t／3  2がん診療施設情報ネットワーク事業費                  几   
3がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   52，802   26．589  がん診療連携拠点病院において実施する事業に要する経費に対する補助   

4がん対策推進特別事業費  410   0  

般事業   1／2   410  在宅棟和ケアの推進のため，緩和ケア推進連絡協読会を開催した。   

国庫補助事業（上記以外の事菓）  690   344  

1／2   690   
たばこ対策推進員の養成養成数たばこ対策嘩進具リーダー17人たばこ対輝推進  

lたばこ対策促進事業  344   邑252人  



事業名   補助率  19決算額（干円）  交付決定額（千円）   概要   

県単独事業  188，65T  

lがん予防対策普及啓発草葉  312  
がん予防知識の普及啓発活動の展開に必要な能力を身につけたがん予防推進員を  
養成し，がん予防啓発活動の推進を回った。   

577  
蔀云診療体制の充実化のため，がん診療連携拠点病院たおいて，路走者護師を1名  

2がん関連路定着後節養成補助         養盛払…＿■■～＿．叫＿一＿－．－＿＿．＿．一＿．肌－＿．＿＿－＿．＿＿－▼ 
．て   

3がん対策推進費  4，936  
た   

4がん検診精度管理対策車菓費  21，196  生活習慣病検診管理指導協議会運営・検診従事者研修・がん検診追跡調査等事業   

5地域がんセンター運営費補助  150，493  県が指定した地域がんセンターに対する運営費補助   

6地域がん登録事業費  9，335  登録担当嘱託暇貞人件費，届出票の据出のあった医療機関に対する謝金   

7がん臨床研究促進費  1，808  茨城がん学会の開隠がん娃床研究を行う医療機関に対する研究費の助成   

栃木県  

国庫補助事業（都道府牒）  18，065   27．812  

】女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   l．017   508  乳がん予防・検診啓発事煮である「とちぎdeピンクリボン」を開催した。   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   17．048   
栃木県立がんセンター（都道府県がん診療連携拠点病院）に係る機能強化事業を実  

27，304   施した。   

国庫補助事業（拠点病院等）  50，712   0  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   50，712  地域がん診療連携拠点病院（5病院）に係る機能強化事業を実施した。   

国庫補助事業（上記以外の事業）  4，733   4，245  

1たばこ対策促進寄集費   り2   976   488  「とちぎ紫煙サポーターズ育成事業」等の喫煙対策事業を実施した。   

2専門分野（がん）における看護師育成事業   10／10   3，757   
がん医療における臨床実践能力の高い専門的な看護師の育成を図るため、慌床実務  

3，757   研修を行った。   

県単独事業  37，247   6．472  

441  
柿木県がん対策推進計画及び栃木県保健医療計画（がん関連）を策定するために検  

1がん対策稚運休別整備事業         討会をう回開催した。   
2地域がん登録事業  21．258  

葡末痕庭師奄r画して砲域カi云壷療事業を実施す右吉富もに、がん藩頭重貴会を開  
催しがん登録の在り方を検討した   
地域がん診療連携拠点病院以外の地域の中核病院に対して、院内がん登鉄や地域が  

3がん登録推進事業（補助金）   1／2   】4，298   6．472   ん登録を推進するために県が独白に補助金を交付した。   

4がん検診従事者研修会■学術講演会  l，250  
がん検診に従事する者の資質の向上を図るため、研修会や学術講習会を実施した。   

群馬県  

国庫紳助事業（都道府県）  57，706   28，753  



事業名   補助率  19決算額（千円）  交付決定観（千円）   横葺   

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   2，060   930  

2マンモグラフィ検診従事者研修事業費   1／2   】，646   823  

3がん静凍連携拠点病院機能強化事案費   1／2   54，000   27，000  

国庫補助事簑（拠点病院等）  47，774   45，257  

1がん診療施設情報ネットワーク事業費   
1／2  
】／3   

3，774   1，257  

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   44．000   44，000  

県単独事業  9．223   0  

1地域がん登録事業  8，245  

2子宮頚がん予防抽済会  978  

埼玉県‘  

国庫神助事業（都道府県）  17－021   8，849  

l女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   3，021   県民公開練磨及び県民フォーラムの開催、啓発グッズの配布、リーフレットの作成な  
1．510   ど   

2がん診療施設情韓ネットワーク事業費   
1／2  854  
u3  

3がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   14，000   6．485  厚生労働大臣の指定を受けた地域がん診療連携拠点病院の機能強化を支援する。   

国庫補助事業（拠点病院等）  0   0  

国庫補助事業く上記以外の事業）  0   0  

県単独事業  7，780   0  

1 
が策推慣病検診等  

764  
がん対策推進協詰会の設置、がん対策推進計画の策定、生活習慣病棟  
診等管理指導協議会の逓営など   

l．126  
市町村の実施した「がん検診結果」の集計、分析。がん検診の質の向上  

2がん検診結果統一集計事業         隻査目的とした会鼓において、重墜挽こ情報提供しているぇ   
3がん検診精度管理事業  5，140  

乳、子宮、胃、肺及び大腸の各がん検診に携わる医療従事者に対する  
セミナーの開催。検診の質の向上を目的としている。   

4乳がん読影等桂習全事業費補助   1／2   750  
乳がん訪影技術向上のための絆習会に補助。20年度は補助事業者  
（県医師会）が補助なしで実施することとなったため、県の補助は廃止。   

千葉県  

国庫補助事業（都道府県〉  66，086   33，331  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   l／2   2，346   
効果的な普及啓発を図るため、関係団体とともに、県内のスポーツ施設において、乳が  

1，173   ん模診受診を勧奨するピンクリボンキャンペーンを実施した。   

ー】  

■’‾，「∵ ■エコ■F〉＿‘ニ千切こ隠▲ニ訂‾ 一√  ナ ▼  T▲言丁T「』iこコだ琶五一謡  ∵三±■■i∴〕■ ‾‾』■■】1pヨFT＝だ「   



事業名   補助率  19決算額（千円）  交付決定額（千円）   概要   

2マンモグラフィ検診従事者研修事業費   1／2   1．470   735  マンモグラフィ検診を行う涜影医師及び撮彫技師を対象とした研修   

3がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   60，666   
がん診療連携拠点柄院において実施する事業に要する経費に対し補碗金を交付す  

30333   る。   
4がん対策経過特別事業費  1，604  1，090  

1／2   一般事案  

がん専門修練医育成事業   l／2   l．604   
医師免許イ 4以の し、3’で、  ′  

1，090       診断等に必要な高度先進的な知織、技術を習得される   

国庫補助事業（拠点病院等）  132，064   122，631  

1／2  17，067   7，634  がんネットTV会議システム   
lがん診療施設情報ネットワーク事業費   1／3  

2がん診療連洪拠点病院機能強化事業費   10／10   9，800   9，000  がん診療連携拠点柄院が行う事業の補助  

3がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費   1／2   105，997   105，997  リニアック整備事業   

国庫．補助宰集（上記以外の事案）  4，776   0  

たばこ対策関係者で構成する協偽金を設置し、たばこ対策事業の計画策億、推湛及  

1「たばこのない生活」支援事業   協議会1／2   810  び評価をする。また、県民のたばこ問題の意織向上のための禁煙推進県民フェアを開  
催する   こ、る よ の デポ へ よメ・心】フロ コ耳  

1／2   486  

3受動喫煙防止対策推進事業   1／2   1，130  
2禁煙指導者養成事業                案旗生む＿、一＿．▼▼叩…¶【＿【＿＿．…．＿．．＿．，＿．＿叫．＿一＿．▲＿＿．．．＿＿＿，－．－■【．．．．．．．．ハ．＿．＿＿…岬こ．－＿＿仙＿▲          施設の管理者等に対し、その趣旨及び取組みにあたっての具体的な手法を周知する  

ことで受動喫煙防止対策の推進を図る史   子ともたちに早い′ゝし【」のについての芋 せゝ、／、子予  

4若年女性と子どものための禁煙啓発事業   1／2   2，350  年等の児童等に対して喫煙の有奮性の敵背を行い将来喫煙者とならないよう指導を行  
う   

4つの地域において、緩和ケアに関する専門的知識を有する医師を冨郎市として、地域  

5がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修事業  900  がん診療連携拠点病院、診療所等のがん診療に携わる医師に緩和ケアについての基  
本的知識を習得する。   

県単独事業  19，275   0   

3，213  
占LLJ㌧′ヒ‾   

がん対策推進計画」を作成   1「千葉県がん対策推進計画」策定事菜  

がん対策推適のため、がん予防展・がん膀演会・がん征圧干葉県民大会を開催し、県  

2がん予防ヰ期発見を推進する事業  2，516  民への啓発、がん検診に携わる医療従事者等の資質向上のための研修、精密検査結  
真の集計を行う。   

3がん登録促進事業  9，61月  がん登録促進のための事業   

4アスヘ’朴に関する県民等の睡康不安対策事業  53  
千葉県アスヘ封牒対茶‾試し、その、－、・瓢会を設悍、、の  

王家：三野避症蔓ニ2ヒて拙亘ヒL葦薦堂推廷吏亀。＿‥〉．＿＿■＿＿ 
‖．＿‥   

5在宅緩和ケアフォーラム開催事業  ため、フォーラムを開催する。   
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事業名  補助率  19決算菰（千円）  交付決定観（千円）   概宴   

6ネットワーク運営事業  2，039  
地域の医療機関・坊間看穣ステーション・介複事業所等がそれぞれの機能の分担と連  

‾■‾■■■●▲－－－－■－－■●一一■u▲■●－▲一▲一－－－－－－■－●一一－－一一一一－－一一一岬■－■－－－■▲－－－－－－－■■－－－－－トーー－一岬■－■■－一一一          捷を因るためにネ吐聖：：クを碑袈する。   

7在宅緩和ケアこころのケアボランティア養成研修事業  
■■－●■●■t－▲∪－▲－■・・一一・－・・■●－－－・－－・■－■－－●●－－－■●－－－■ 

300  在宅緩和ケアを受ける患者を支援するためボランティア養成研修を行う   
一－－－－一触■一■・■■■■■－●・・・・－一一－－【■一一  

8在宅緩和ケア医療情報提供体制整備事業  1．000  
在宅線和ケアに従事する関係者及び患者や家族が壌和ケアに関する必要な情報が得  
られ、在宅緩和ケアに対する理解が深められるよう整備していく。   

東京都  

国庫補助事業（都道府県）  92，770   52，189  

l女■性のがん検診啓発普及等事棄資  l／2   6，851   3，425   
乳がん検診の普及啓発事業の実施（ホ■スター・チラシ等の制作、都庁でのイへ■ントの実施、ラ  

イトアブ おして詭   

2がん診療連燐拠点病院機能強化事業費  1／2   76，794   44，526  がん診療連携拠点病院として呆たすべき役割について、その機能強化に必要な経費 の補助を行う   
D 、一■一－－－▼－－－－－－●一－－－■－■■■■■－■■－－■－－－ヽ■一－－ －－－－■■－－■■－■－－■●－●●●■■－■－－－－－一一｝－－－－■一一－－－←－－－■－－－－－－－－－●－一一－－－－－一一－■▼－■●■■■－■■【■■■●■■■■－■  

3がん対策推進特別事業費  9，125   4，238  

【がん検診受診促進事業】（総事業費4，857，132円）  
がん検診受診促進事業の実施（普及啓発用ポスター・りづレットを作成し、受診率  
を向上させ早期発見につなげる。）  

一般車菓   l／2   9．125   
【がん検診精度管理評価事業】（総事業費2β49，432円）  

4，238      がん検診精度管理評価事業の実施（区市町村が行うがん検診の精度管理を  
充実させるとともに精度の高いがん検診の実施につなげる。）  

【がん患者療養支援モデル事業】（稔事業費2，218，361円）  
がん体験者等によるカウンセリングや情報提供等を行うモデル事業   

国庫禰助事業（拠点病院等）  658，350   249，725  

がんに係る放射線治療機器を整備する設備整備事案  
1がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費  1／2   658，350   249．725   ○日赤医療センター（総事業費438．900，000円交付決定額140，0叫000円）  

○東京厚生年金病院（総事業費219，4501000円交付決定額・1吼725．000円）   

国庫補助事業（上記以外の事業）  44，167   38．685  

たばこによる健康影響の防止のために、受動喫煙防止対策を実施する。（妊婦・未成年  
1たばこ対策緊急特別促進事業  1／2   1，971   973   者の受動喫煙防止のためのホ㌧ターナフレットの作成、飲食店・企業の受動喫煙防止対  

策推進のための研修会の実施等）  

－
一
N
－
 
 
 



事業名  補助率  19決算鎮（千円）  交付決定額（千円）   概要   

医師、看護師及び薬剤師等医療従事者を対象とし、緩和ケアを桂供していく上で必要  
な理念並びに実践的な知識・技術習得のための研修事業  

3緩和ケアに関する医療従事者研修   1／2   1，875   224    ○都医師会委託事業（委託料1β75．125円）  
○規模 年8回（4病院各2回）  

○国庫補助金224，000円（交付決定額）   

がん診療連携拠点病院及び公的病院に射し、良質ながん医療の塘供のための施設整  
4がん診療施設設備整備事業   l／3   3l，676   33，143   備及び設備整備に必要な経費の補助を行う。   

県単独事業 3，448   0  

【緩和ケア医療従事者研修（初級編・ホーランチイア研修）】（1．787，400円）  
緩和ケアに関する基本的理念・知識の普及、緩和ケアの実践例等を内容とする講演   

芯  

1人材育成事業  3」448  
（初級編：年2回ホ■ランチげ：年1回）  

【緩和ケア病棟派遣醜修】（1，660，480円）  
医師・看倭師を対象とし、緩和ケア病棟での実務経験を通じ実際的な知識・技術の取  

得を図る。   

神奈川県  

国庫補助事業（都道府県）  85，OqO   43，500  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   85，000   43．500  

国庫補助事業（拠点病院等）  1，050   280，525  

1マンモグラフィ検診従事者研修事業費   1／2   1，050   525  神奈川県医師会補助   

国庫補助事業（上記以外の事業）  448   224  

1在宅緩和ケア推進事業費   1／2   448   224  

県単独事業  554．717   0  

1禁煙サポート推進事業費  3，096  

2公共的施設における禁煙条例（仮称）検討調査費  6．680  

3健康増進対策事業費  4，992  

4（財）かながわ腱廉財団がん対策事業費補助  9，127  

5集団検診施設整備費補助  20，000  

6検診管理指導費  
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事業名   補助率  19決算硯（干円）  交付決定額（千円）   概要   

5   

】／2   386  たばこ対策協洗会開催等   

県単独事業  59，565   0  

1がん登録事業  17，231  がん登録車菓を県病院局、新潟県成人病予防協会へ委託して実施   

2がん対策推退計画策定会誌  439  新潟県がん対兼推進計画策走会議の開僻   

3がん予防総合センター設備整備  41，895  
がん精密検査を行う、がん予防総合センターの機器整備  
（県のがん診療連携拠点病院である、県立がんセンター新潟病院に隣接）   

冨山県  

国庫補助事業（都道府県）  46，253   23，125  

、1女性のがん検診啓発普及等事業貨   1／2   3，000   1．500  女性のがん予防ポスター作成・掲示   

ヱがん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／Z   43，253   
2l，625  がん診療に従事する医師等に対する研修、がん患者やその家族等に対する相談 接 

、がんに関する各種情報の収集・提供等   

国庫補助事業（拠点病院等）  294，032   154，780  

lがん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   14．732   
がん診療に従事する医師等に対する研修、がん患者やその家族等に対する相談支  

15，130   援、がんに関する各組頃報の些集・梅鉢艶 
．．－＿＿＿，＿．＿．＿．＿＿．い【【州……．＿．＿．＿＿．．．＿－，＿－．．＿＿‥＿＿＿．、   

2がんに係る放射線治療機港繋急整備車某費   1／2   279－300   139，650  富山大学附属病院のリニアック整備   

国庫補助事葉（上記以外の事業）  2．281   1．140  

1たばこ対策推進事業費   1／Z   2，281   1，140  出張禁煙講座の開催   

県単独事業  36，201   0  

lがん検診推進事業費  20528  節目検診、中小企業がん検診の推准   

2がん対策普及啓発草葉費  3467  市町村がん対顔推進員の活動支援   

3がん疫学調査事業常  9，647  がん患者疫学情報の集約・登録集計   

4富山型がん診療体制整備事業費  2，559  
がん患者・家族の療養相談支援体制の整備、ケーブ／レアレヒを活用したがんに関する  
知絆の普及、診療情報管理担当者に対する研修等   

石川県  

国庫補助事業（都道府県）  31．576   13，500  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   l／2   31，576   
医療従事者研修会の開催、相談支援センターの運営、院内がん登録の推進等（国  

13，500   庫補助額13，500，000円），   

国庫補助事業（拠点柄院等）  24，400   24，400  

10／10   24，400   
医療従事者研修会の開催、相談支援センターの連嘗、院内がん登録の推進等（国  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費  24，400   鹿補助額24．400，000円   
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事業名   補助率  19決算額（千円）  交付決定額（干円）   概要   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費   1ノ2  

国庫補助事業（上記以外の事業）  1，000   500  

l在宅緩和ケア研修事業   1／2   1，000   
開業医を対象とした在宅穏和ケア研修の開催  

500   （国庫補肋額500．000円）   
県単独事業  14，061   0  

1地域がん情報管理事業  6，871  県内に発生したがん患者に関する情報収集・解析の実施   

2がん対策推進事業  1．425  がん予防・早期発見の普及啓発活動、相談・健康教育の実施等   

3禁煙支援等普及事業  1．500  禁煙フォーラムの開催、禁煙支援実践検討会の開催   

4健康診査管理事業事業  4，265  
生活習慣病検診等管理指導協騒会の運営、生活習慣病検診従事者言岸習会の開催、  

福井県  

国庫補助事業（都道府県）  31，119   15，559  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   1，211   
がん検診啓発ビデオを作製して、県民への啓発を実施。リーフレットの作成、経済会の  

605   開催による啓発事業、乳がん自己検診の普及を進めている。   
・2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   29－908   がん診療連携拠点病院の機能強化を目的とした事業に対する補助  

14．954   稿井県立病院、福井県済生会病院、福井赤十字病院   
国庫補助事業（拠点病院等）  17，300   17，300  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／1   17．300   17，300  がん診療連携拠点病院の機能強化を目的とした事業に対する補助 国立大学法人福井大学医学部附属病院 
、独立行政法人国立病院機構福井病院   

国庫補助事業（上記以外の事業）  4，948   2．474  

1たばこ対策促進事業   1／2   4，948   
喫煙防止教育事業、受動喫煙防止普及啓発事業、若者および妊産婦への普及啓発  

2，474   事業たばこ対策推進会蔑を実施   

2在宅緩和ケア支援センター事兼   1／2   0  

県単独事業  24．583   D  

l元気長生きがん予防推進事業  20，820  
がん検診受診者の固定化を解消するためのモデ／レ事業、がん検診車脛僻事業、職域  
検診受診率調査等を実施   

2がん医療推進センター（仮称）整備事業  3－763  
県立病院に診科横断の「チーム医療」を導入し、またがん専門医を相場する等によ  
り、さらに高水準のがん医探を受けることができる環境を整備する。   

山梨県  

国庫補助率兼（都道府県）  2g，000   14．500  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   29，000   
山梨県立中央病院15．000千円、山梨厚生病院7，000千円、  

ユ4．500   富士吉田市立病院7，000千円   

国庫補助事業（拠点病院等）  9，000   9，000  



，事業名   補助率  19決算簸（千円）  交付決定額（千円）   概要   

1がん診凍連携拠点病院機能強化事業費   10／10   9，000   9′000  

国庫補助事業（上記以外の事業）  14，777   T，488  

l、在宅ホスピスケア普及率 
・モデル地区において、在宅ホスピスの協力体制や医療等のあり方について協鏑し報  

l／2 858   。27   脊脊にまとめた。また、関係職や一般県民を対象とした研修会や講演会を行い、資質  
向上や啓発を図った。   

2在宅緩和ケア対策推進事業   1／2   299   
「在宅根和ケアネットワークの構築」や「在宅ホスピスの連携体制づくり」についての講演  

149   を通じて、医療雀事者の資質些向上を囲っ』＿＿＿．…」】．＿   
3たばこ対策事業   1／2  198   97  禁煙支援保健指導従事者総官会、禁煙週間啓発   

4肝炎サポートネットワーク専業   l／2   1，177   225  協議会の開催、モデル事業等の啓発   

ン   
各診療科の基盤学会の路定医ないし専門医を取得した医師を対象とし、がんの診断・  

5芳   上限観あり   12，247   6，590   治療・研究に必要な高度先進的な知織と技術を修得することを目的に、『インテンシプ  
コース』を開設   

県単独事業  51，534   0  

l肝がん発生予防調査研究費補助金  1，000  肝がんとC型肝炎ウイルスについての調査研究補助   

2肝がんウイルス検診補助く負粗金）  4，634  市町村の実施する肝炎ウイルス検診に対し助成   

3乳がん検診研究費補助金  2．000  乳がん検診研究費   

4地域がん登録事業費  3，066  地域がん登録に係わる事業   

5生活習慣病検診管理指導協抜会  228  がん検診の精度管理、分析   

6生活習慣病検診指導者練習会  4253  従事者研修   

7がん対策計画策定事業費  409  山梨県がん計画推進計画策定に要する経費   

8肝がん対策強化事業費  34，153  市町村が実施する肝がん検診の補助   

9がん対策計画策定事業梁  1，791  山梨県がん計画推進計画策定に要する経費   

長野県  

国庫補助事業（都道府県）  49，j謂6   23，015  

t女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   321   匹  子宮がんに関する講演会の開催。子宮がんに関するリーフレットの配布   

2マンモグラフィ検診従事者研修事業費   l／Z   4，Z65   3T6  読影庭師と凍影技師の従事者研修会を開催  
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事業名   補助率  19決算額（千円）   交付決定額（千円）   概要   

国庫補助事業（拠点病院等）  865，102  293，500  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   25，102  17．000  がん診療連携拠点病院が行う事業の補助1箇所   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費   1／2   840，000  276．500  リニアック整備車菓   

県単独事業  1，482  0  

1健康診査管理指導事業  1．482  健康診査管理指導協儀会各がん部会（消化器、子宮、肺、乳）を1回開催   

岐阜県  

国庫補助事尭（都道府県）  36，O19  18．169  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   6】0  521   
乳がん・子宮がん検診の重要性、メリット等について普及啓発し、県民の検診に対する  
意織を向上させ、検診受診率の向上を図るため、終演会を開催L   

2マンモグラフィ検診従事者研修事業費   1／2   2，408  1．205  マンモグラフィ検診に従事する医師・放射線技師の資質向上のための脾習会を開催。   

直填補助：がん診療連携拠点病院機能強化事業の実施く2病院）  
3がん診療連携拠点病院機能強化事業費   l／2   33，001  16．443   間接補助：医療水準の均てん化を図るため、がん診療連携灘点病院へ補助を実施。（4  

病院）   

国庫補助事業（拠点病院等）  43，744  30，408  

lがん診療施腰情報ネットワーク事業費   
l／2  

26，744  
13，408  国立がんセンターとの接続により，がん診療に係るW会議システム等の整備（岐阜大学 医学部附属病院）（補助額13371000円）   

l／3  

10／10   17，000  2がん診療連携拠点病院機能強化事業資       17．000  がん診療連携拠点、院機能強化事業の実施く岐阜大学医学部附属病院）（補助額 17 
．000．000円）   

国庫補助事業（上記以外の事業）  8，889  8，889  

lがん診療施設・設備整備事業補助金   
1／2  

7，389  
医療の充実を図るため、がん診療に必要な高額機韓等の整備を補助。（国庫相助額  

（事葉音1／2）  7，389   7謂9000円）   
2厚生労働省科学研究費補助金   10／10   l，500  1．500  肥滴・高脂血症・糖尿病モデ／レ動物の発がん感受性と発がん機構に関する研究（岐阜 大学）（補助額1，500，000円）   

県単独事業  8．867  0  

保健医撰行政の基本資料とするため、岐阜県民のがんの羅患状況、死亡状況を把  

1岐阜県がん登録事業           纏        ○   
2がん予防普及啓発事業  7．682  

ラ＝ラ㌃苅高配布や示＝訴二弼蒔議禰し、がん予防及び早期発見に関する普及  

3がん診療連携拠点病院支援委員会開催  がん診療連捗拠点病院の機能評価及び支援等の実施。   

4がん対策推進計画推進費  岐阜県がん対策推進計画の策定（H20．3）   
啓を実施  

5がん検診従事者資質向上事業  185  
がん検診従事者の資質向上のため、肺がん、子宮がん検診に従事する細胞検査士を  
対象に研修を実施。  

6たばこ対策車菓  喫煙予防のための出前講座や禁煙支援者の育成。   
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事業名   補助率  19決算税（千円）  交付決定韓（干円）   概要   

静岡県  

国庫補助事業（都道府県）  87，424   43．712  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   8，048   4，024  女性のがん検診に関する普及啓発推進事業実施要綱に基づく事業   

2マンモグラフィ検診従事者研修事業費   1／2   3，008   1．504  マンモグラフィ検診従事者研修事業実施要綱に基づく事業   

3がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   76，368   
がん診寮連携拠点病院機能絶化事業実施要綱に基づく事業  

38，184   都道府県拠点17，000千円×1、地域8，290千円×6、4，560千円×1、5，068千円×1   
国庫補助事業（拠点病院等）  18，908   13，954  

ユ／2・  
9，908   

がん診凍施設情報ネットワーク事業実施要綱に基づく事業  
1／3  4，954   県立詮岡がんセンタニむ旦0塁壬貝   1がん診療施設情報ネットワーク事業費  

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   9，000   
郡元蓼療連密妬嵩繭痍痩薩壷斬巨重奏奏施要綱に基づく事案  

9，000   浜松医科大学9，000千円×1   
国庫補助率菓（上記以外の事業）  13，699   11．740  

訪問介護推進事業案施要綱に基づく在宅ホスピスケアアド′くイザ一派遺草業l，946千  

1在宅ホスピスケア著書薬師等研修   1／2   3，918   1，959   円、在宅ホスピスケア研修事業414千円、在宅ホスピスケアフォーラム開催事業1．558千  
円   

医掠提供体制推進事業費補助金交付要綱におけるがん診療施設として必要な設備聾  

2がん診療施設設備整備事業   l／3   9，78ユ   9，781   備事業  
聖隷浜松病院9．781千円●   

県単独事業  32，166   0  

乳がんマンモグラフィ検診従事者養成串前緒習会698千円、胃がん検診エックス線撮  

1がん検診従事者繕習会   10／10   4，819  
影従事者誰習会6兢千円、子宮がん検診細胞診従事者購習会732千円、肺がん細胞  
診従事者講習会732千円、がん検診医師研修会1，104千円、肺がん検診エックス線崩  
影従事者池習会396千円、がん検診先進技術言韓習会495干円   

出張よろず相談、患者一家族向け学習会、がん情報サービス、地域関係機関がん対策  
2がん予防対策案務委託   10／10   27，057  ネットワークの推進、陽子線治療に係る民間ローン利子補給、医療従事者研修、健康  

教育教材の開発、医療研究（静岡がん金蔵）  

3がん予防対策活動事業   1／3   290  静岡県対がん協会への補助金290千円   

愛知県  

国庫補助事業（都道府県）  85，412   42，705  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   85，412   42，705  直接補助（1病院）17，000．000円、間接補助（8病院）郎．412，00b円   

国庫補助事業（拠点病院等）  1，069－285   302，ユ38  
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事業名   補助率  t8決算楓（干円）  交付決定額（千円）   概要   

1がん診療施設情報ネットワーク事業費   
l／2  10，000   愛知県がんセンター中央病院、名古屋医療センター  

4，138   がん診療情報垂吐ワークのシステム構築と維持管理   ＿＿．■」．∠旦■＿‥＿．  

2がん診凍連携拠点病院機能強化事業費   10／10   1乳000   】8，000  名古屋医療センター、名古屋大学附属病瞑   

3がんに係る放射線治横磯器緊急整備事業費   1／Z   1，041，285   
小牧市民病院、中京病院  

280，000   リニアックの整備   

国庫補助率業（上記以外の事業）  8，964   8，496  

1たばこ対備促堪事案   l／2   935   467  たばこ対策推進会詩・指導者養成講習会の開催、地域喫煙対弄の推浪，   

2臨床研修費等補助事実   10／10   4．615   臨床研修措定病院として、臨床研修の円滑な運営を図る目的で、固から事業費の一部  
4，615   補助を受け、露座里初期臨床研修を実施している。   

3看護職見資質向上事業   10／10   3，414   
専行芳香て前石）にお汗る重荷軒葡福音歳ず盲定あ㌻葡護衛麻蓮湧海蔦満面ぎ  

3，414   において騒床実践能力を身につけるための40日間の看護実務研修を行うもの。   

県単独事業  7，962   0  

1愛知県悪性新生物患者登録事業  4．690  悪性新生物患者の実態を把握する調査の実施、悪性新生物の登録事案の推進。   

2がん検診従事者珊習会  272  各種のがん検診に従事する者の資質向上の冬めの練習会を実施する。   

3がん対策推進計画の策定  3，000  愛知県がん対策推進計画の策定   

三重県  

国庫補助事業（都道府県）  251020   13，806  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   90909 464  

2マンモグラフィ検診従事者研修尊貴費   1／2   2，205   l，093  

〈事業費内訳〉県立総合医療センター4，463千円、松阪中央2，818千円、日赤8，138干  
3がん診療連携拠点病院機能強化事業費   l／2   15，419   7，263   円  

く補助金内訳〉給医1．807千円、松阪中央1．387千円、日赤4，069千円）   

4がん対策推進特別事業費  6，487   4，996  

ト般事業   1／2   6，487   
院内がん登録整備推進事業3，495千円（うち国庫補助金1，747千円）、綾和ケアネット  

・4，996   ワーク整備事業2．992千円（うち国庫補助金1，496千円）   

国庫補助事業（拠点病院等）  365，150   166，0（）0  

】がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   26，000   26，000  三重大学附属病院17，000干円、三重中央監房センター乳000干円   

2がんに係る放射線拾凍槻熊襲急整備事業背   lノ2   339，150   140．000  県立総合医療センターにおいて整備   

国庫補助事業（上記以外の事業）  16．727   13，363  

■ 可  
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事業名   補助率  1g決算観（千円〕  交付決定額（千円）   概要   

プログラム名称：がんプロフェッショナル養成プラン  

草葉名称：高度がん医凍を先導する人材育成拠点の形成  

事業の実績：  

①がん専門看護師（OCNS）コースのコアとなる専門職の雇用  

l   

ユ0／10   10，00D   10，000      ②教育に使用する教室、学生用の設備備品の整備  
③連携大学く滋賀医科大学、京都大学）とのがん専門看護師コースに関する  
会議の開催  

⑥三重がん看護専門看護師フォーラムの開催  
⑤がんチーム医療研究会の開催   

Ⅰ／2   1，037   51∂   

†た†たゐ旗ゐ泰子て畜唐γあ面蔽東面します  
心にした禁煙対策の取組を実施します   2たばこ対策促進事業         未成年者・女性を中   

3在宅緩和ケア推進事業   1／2   5，690   2，845  き重県がん相談支援センターにおける在宅緩和ケアに関する相訳文接  
し   

県単独事業  2，朗8   0  

lがん対策人材確保事業   
県1／2  

1，47D   
拠点病院において医師、看護師が専門資格を取得する場合、病院に対して代替人件  

0   資の1／2を補助する 事業者1／2       ．  
ゝ     ミ  診の．ロ       なっ」‾ で   、の受診、   

2検診受診者追跡登録事業費  県10／10  l，078  0  

取る。   
がん山‾ぴその家1   －1フ、  

3がん患者等生活支援事業費   県10／10   300   0      る情報を提供するとともに相鉄体制を整備し、がん患者及びその家族のQOL向上をは  
かる｛   

滋賀県  

国庫補助事業（都道府県〉  2l，065   10，532  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   800   400  女性のがん（子宮・乳がん）についての講演会と啓発資材の作成・配布   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   l／2   20，265   10，132  地域がん診療連携拠点病院 3病院   

国庫補助碧菜（拠点病院等）  480，900   ユ40，000  

1がんに係る放射線治療機器緊急整備車実費   1／2   480．900   140，000  市立長浜病院   

国庫補助事業（上記以外の事業）  2，628   1，313  

1たばこ対策促進事業   l／2   1，394   696  未成年喫煙防止対策車業、非喫煙者の保髄対策事業、禁煙相談事巣   

2医療提供体制推進事業費補助金訪問看護推進事莞   l／2   l．234   
在宅ホスヒスケア推進会議、在宅ホスヒス実践百茸習会（訪問者醍師等対象）、在宅ホス  

617   ビスケア普及事業（一般向け講演会）等   

0  県単独事業  4，920  

1全がん患者登録管理事業  3，820  県内がん患者の発症に関する情報の収集、追跡照査の実施   

2がん検診精度管理事業  がん検診検討会（各がん検診部会）、がん検診従事者研修、がん検診集計業務   
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事案名   補助率  19決算顕（千円）  交付決定額（千円）   概要   

京都府  

国庫補助事業（都道府県）  61月20   30，98q  

1／2   l，920   ピンクリボン逓動等と連携し、乳がん検診等の受診啓発  

1女性のがん検診啓発普及等事業費      960   ・映鮎映会、シンポジクム、庁内にオブジ王展示等   
がん診療連携拠点病院の機能強化、地域医療機関等文壇  

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   60，000   ・地域医療従事者に対する研修実施  
30，000    ・院内がん登録、相談支援休制の充実（備品整備等）  

・京都府がん診療連携協議会等情報交換会議の開催   

国庫補助事業（拠点病院等）  289，000   149，000  

がん診凍連携拠点病院の機能強化、地域医療機関等支援  
1がん診療連携拠点病院機能独化事業費   10／10   9，000   9，000   ・地域医療従事者に対する研修実施  

・院内がん登録、相政文援体制の充実（備品整備等）   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費   1／2   280，000   
リニアックの整備に対する緬助  

140，000   ・1病院中綿、採択   
国庫補助事業（上記以外の事業）  －4，121   l，150  

たばこ対策等、がんに関係する生活習胤こ対する啓発（たばこ対顔以外の生活習慣病  
1健康づくり府民総参加事業   1／2   4，121   1．150   対策含む）  

tたばこ対策講演会一防煙教室の実施、分煙状況調査   

県単独事業．  5，000   0  

lがん登録事業  5，000  地域がん登録の実施   

大阪府  

国庫補助草葉く都道府県）  86，356   38，848  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費  ′   l／2   86，356   さ8，848  国、府合計槍助額は77．698千円   

国庫補助事業（拠点病院等）  48．807   31，928  

1がん診蝶施設情報ネットワーク事業費   
1／2  33．078   
1／3  

2がん診療連携拠点病院機能強化事業華  10／10  15，729   

国庫神助事業（上記以外の事業）  3．06l   1，150  

1肝炎肝がん緊急総合対策事業（国庫分）  3，061   1．150  保健所における無料肝炎検査に要する経費   

県単独事業  353，773   0  
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事業名   補助率  19決算醸（干円）  交付決定詩（干円）   雅章   

tがん対策推進事業   0   2．411  
・がん対策推進計画策定経費  

・がん検診事務の麹率化や受診率向上を国冬定型里腕組み拉畑野二級軋．＿】▲」   ■ 

2がん検診強化促進事業   12．466  
こ盲シギグララフ書誕曹套師 

ニ遡嘩蔓纂＿．＿．”＿＿■＿．…＿．．＿＿．州，＿＿＿H．．＿．＿＿＿＿＿．＿＿…．＿＿．－．＿■＿＿．．＿＿．．＿．…．   

・大阪府肝炎肝がん対策委眉全開催等の経費  
3肝炎肝がん緊急総合対策事業（単独分）   0   1，614  ∵肝炎ウィルス感染者に対する的確な保健指導及び肝炎に関する正しい情報提供を行  

うための拉当職見向け研修会開催等   

4大阪府がん予防検診センター運営助成   0   299，635  （財）大阪がん予防検診センターの事業運営に伴う運営経費の補助   

5悪性新生物患者登録事業   0   28，488  
がん対策推進に資する正確ながん発生状況を把握するため、がん登録事莫の精度管  
理の実施、医療機関からの届出の集計、解析作業及びがん登録事業の普及啓発事実   

6老人保健事業址康診査管理指導事業   0   9，159  
府内の健康診査業を円滑に るこ、 丙紗 冨訊、診  
の評価、検診事業の指導、検診機関の精度管理、検診従事者に対する構習全開催   

兵庫県  

．国庫補助事業（都道府県）  66．618   33，309  

l女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   63∈き   319  

2マンモグラフィ検診従事者研修事業費   1／2   2．780   1，390   
ノ  

3がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   57，000   28，500  都道府県型15，000千円（1病院）地域型7，000千円（6病院）   

4がん対策推進特別事業費  6，200   3，100  

一般事業   1／2   6，200   3，100  がん専門医等の育成事業、出張型緩和ケア事業   

国庫補助事業（拠点病院等）  661．717   304．967  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   22．967   24，967  3柄院   

2がんに係る放射線治療機辞緊急整備事業費   1／2   638，750   280，000  2病院   

国庫補助事業（上記以外の事業）  16，333   0  

l肝炎対策車菓   1／2   1，808  肝炎対策協議会の運営等   

2健康福祉事務所での肝炎ウイルス検査の実施   1／2   3，818  

3たばこ対策促進事業   1／2   2．276  

4在宅緩和ケア対策推進事業   1／2   8．431  

県単独事業  56，456   0  



事業名  補助率  柑決算額（千円）  交付決定籠（千円）   概要   

1健康ひようご21大作戦推進事業（がん予防関連のみ）  43，491  

2肝炎手帳の交付  874  

3がん登録事業  10，932  

4がん検診事業の評価■指導  670  

5アスベスト精密検査、フォローアップ検査費用の助成  75  

6ひょうご対がん戦略会議の運営  414  

奈良県  

国庫補助事業（都道府県）  7，630   3，815  

「乳がん検診」及び「子宮がん検診」について、受診率の向上及び死亡率減少効果の  
1女性のがん検診啓発普及等事業費  1／2   630   315   ある検診の受け方を普及啓発するため、適齢層への啓発を行い、女性の健康支援対  

策を推進する。   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費  l／2   7，000   
地域におけるがん診凍連携の円滑な、－る －、の向い力ん一の、  

N 
3，500    制を鹿立する。   

和歌山県  

園庭補助草案（都道府県）  25－852   13．740  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費  1／2   22，425   1l．845  拠点病院に対する機能強化事業に関する補助（5病院のうち4病院）   

2がん対策推進特別事業費  3，427   1，895  

一般車義   1／2   3，094   l，730  がん死亡率原因究明  

1／2   144   7l  緩和ケア従事者研修  

1／2   189   94  がん予防啓発   

国庫補助事業（拠点病院等）  4，980   4，980  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費  10／10   4，980   4，980  南和歌山医療センター   

国庫補助事案（上記以外の事業）  1．386   693  

1たばこ対乗促進事業  1／2   1．386   693  防煙教室の開催等   

鳥取県  

国庫補助事業（都i乱隋県）  23．560   11．779  

ー
皐
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事業名   補助率  柑決算額（干円）  交付決定額（千円）   概要   

1女性のがん検診啓発普及等事業費   l／2   556   
○ピンクリボンフェスティ′くルの会場照明（405）  

277   ロマンモグラフ土旗垂デモ（151）   

■県立中央病院（gβqO）、県立厚生病院く5，084）、鳥取市立病院（鼠000）  

2がん診療連軍拠点病院機能強化事業費   1／2   Z3，004   】l，502   ○指導者研修への派遣  
○底療従事者研修の実施   

国庫補助事業（拠点病院等）  565．058   285，058  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   5，058   5，058  ■米子医療センター（5，058）   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費・   1／2   560，000   280．000  1県立中央病院（280．000）、鳥取市立病院（280，000）   

県単独草葉  6，955   0  

■鳥取県健康対策協議会へ委託  
1がん登録評価分析事業  1，675  ○地域がん登録の実施  

○罷患率、生存率などの解析を実施   

■鳥取県健康対策協満会へ委託  
2成人病検診管理指導事業  1，914  ○市町村が実施する検診結果を評価・分析し、専門的見地から助言を行う。  

○検診従事者研修の実施   

3がん検診精度確保事業  3，366  
■鳥取県健康対策協詰会へ委託  
○がん検診精密検査の精度管理を徹底するため、相互評価■検討を行う勺   

島根県  

国庫補助事業（都道府県）  32・，963   17．293  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   31，304   15，651  島根県立中央病院   

2がん対策推進特別事業費  1，659   1，642  

般事業   1／2   1，659   
H19：がん患者団体支援事業（研修等）  

1，642   H20：地域緩和ケア総合推進事業   

囲直補助事業（拠点病院等）  793，725   291，505  

ユがん診療連携拠点病院機能強化辛党費   10／10   12，97l   12，971  島根大学医学都附属病院、浜田医療センター   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費   1／2   780，764   
島根大学医学部附属病院：277，068．750  

278．534   島根県立中央病院：503，6防．000   

国庫補助事業（上記以外の事業）  24，401   0  

1看護職見資質向上推進事業   10／10   3．067  県：緩和ケア看建師研修（県看簡協会委託）   

2在宅緩和ケア対策推進事業   1／2   190  県：緩和ケア医師研修   

カ 
島根大学医学如附属病院：  3補助金）  



事業名   補助率  19決算額（干円）  交付決定額（千円）   概要   

県単独事業  20．685   ．8  

1生再習慣病検診管理指導協鼓会  274  検診の実施方故、精度管理についての検討協議会   

2生活習慣頒検診従事者捕習会  引）0  がん検診精度管理推進のための請習全英施   
■－■t－■－－■－－■■■－■－－■－■一■■一一－■一－－－－一一一－－－■－－，●－■－●■●●＋●■■■－●－－●仙－■■■■一一一一－－－－一一一一－■－、▼－一■一一－h●■－■一－■－－■－■－■■■●－－●一一●■－－－■－■●▲  

3検診体制に関する実態調査事業  2，302  HPVに関する実態調査   
ー■‾｝■■▲■■▲■－－】－－一一l・－■・一－－－－▼■■－■－，■■－●－■■－－■－－－】－■－－－－－－－－■－■■－●◆－－■－■－■●－一一■一－－■－一－－●－－■－■－▼■－■－－－－■■■－－■－－－■－－－－－－一一‥－・■－【■－【  

4がん予防のためのたばこ喫煙対策草葉  1，000  普及啓発用グッズ、チラシ等の作成   

5がん啓発事業  1，082  圏域でのがん予防対策検討会、普及啓発活動など   

6がん専門スタッフ育成事業  215  国立がんセンター派遣文壇事業、県内がん専門スタッフ研修プログラム検討など   

7’がん登録研修垂託事業  9，129  がん登録の収集、集計、分析など   

8がん診療ネットワ∵ク事業  471  県内がん診療連携拠点病院との連絡協議会   

9がん患者団体支援事業  1，006  意見交換会、研修会等   

10がん計画の策定・連行管理事業  1，127  がん対策推進協議牟開催など   

11緩和ケア総合経過事業  3，579  各圏域緩和ケアネットワーク事業ほか   

12在宅療養（の移行促進事業  0  在宅凍蓑を行うために必要な環境、ケア調査   

岡山県  

国庫補助事業（都道府県）  38，512   19．092  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   l／2   2．184   1，092   
乳がん・子宮がん検診の受診を促進するため、街頭キャンペーンなどの様々な普及啓  

草葉を実施す垂丸   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   36．328   
県民がどこに住んでいても質が高く安心して療養ができるよう、がん医療の提供体制の  

18，000   整備を行う。   

国庫補助事業（拠点病院等）  551．870   157．000  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   17，000   
がん診療連携拠点病院として、がん医療従事者研修事業、がん診頗連崩拠点病院  

17．000   ネットワーク事業院内がん登録促進事業がん相談支援事 を′ る   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備車業費   1／2   534，870   140．000  がん診療連携拠点病院が、高性能かつ先進的な放射線治療機串の整備を行う。   

国庫補助事業（上記以外の事業）  68．146   8，894  

1たばこ対策推進事業   1／2   2，006   
禁煙・分煙を実施する施設を増やし受動喫煙等を防止する環境整備を進めるとともに  

1，002   地域でのたばこ対策活働を強化し県民の健康づくりを支援する   

2がん分野における質の高い看官那市養成事業   （委託）   3．259   3．259  
組維構築・WG開催・コース整備・eラーニング設備の導入・医師、看護師事の港外派遣  
FD研修・各種講演会等を開催する。   

1
N
の
1
 
 
 



事業名   補助率  19決算鮫（千円）  交付決定額（千円）   概要   

4がん専門薬剤師研修事業   （委託）   4，633   
がん薬物療法に必要な高度の知織、技能、臨床経験を修得させ、各地域でがん専門  

4，633   薬剤師を育成・指導する指導的立場のがん専門薬剤師を養成する。   

県単独事業  20，791   0  

1精密検診従事者研修  1，116   0  精密検診に従事する医師、括床検査技師等を対象とした研修を実施する。   

2生活習慣病検診専管理指導協議会  963   
生面蜃慣病の動向を把握し、検診実施機関等に射し検診の実施方位や精度管理の指  

0   導を行うとともに、今後の生活習慣滴対策の推動こつし、て協議する。   

3生活習慣病登録・評価事業華  17207   
がん精密検診結果の分析等及びがん罷患状況の把握・分析等（がん登録寄集）を行  

0  

。   

4生活習慣病検診従事者指導摘習会  l，505   0   検診に従事する医師、診療放射線技師、臨床検査技師等を対象とした講習会を実施  
する。   

広島県  

国庫補助事業（都道府県）  76，760   48，743  

がん診療連携拠点病院において，がん診療に従事する医師等に対する研晩がん患  

1がん診療連携拠点嫡院機能強化事業費   1／2   72，537   31，500   者・家族等に対する相談封乱がんに関する各種情報の収集・提供等の事業を実施す  

る  

2がん対策推進特別事楽費  4，223   17′243   

・がん診凍連携拠点病院へのデイホスピスの開設や地域緩和ケアコーディネーターの  

一般事業   l／2   4，223   
配置等により，入院中及び在宅療養中のがん患者を支援する。  

L7，243    ・がん診療に携わるすべての医師を対象として，緩和ケアに関する基礎的知取を習得  
させるための研修会を実施する。   

国庫補助事業（拠点病院等）  49，61l   39，835  

1がん診凍施紋暗線ネットワーク事巣費   l／2  14506   4835  国立がんセンターに導入されているがん診療暗線ネットワークシステムに接続するb   
lノ3  

がん診療連携拠点病院において，がん診瞭に従事する医師等に対する研低がん患  

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   35，105   35．000   者・家族等に対する相談支凰がんに関する各種情報の収集・棍供等の寄集を実施す  
る。（県がん診療連携拠点病院を含む国立系3施設分）   

国庫補助事業（上記以外の事業）  8，6由   ● 8．8開  

県内の緩和ケア推進の中核的拠点として，がん患者とその家族が痛みや不安などの症  

1緩和ケア支援室遷宮事業   1／2   8，668   8，668   状を和らげながら．充実した日々を過ごせるよう．住み依れた地域で，希望に応じて緩  
和ケアを受けることができる体制づくりを支援する。   

県単独事業  71，114   71，114  

l地域がん萱錬システム推進事業  l乳970   
効果的ながん対策事業の実施に資するため，県内の医療機関からがん患者の退院時  

19，970   情報を収集・解析しがん患者の実態を把握する。   

5，539   5，539   
広島県がん対策推進協議会において，計画的かつ総合的にがん対策を推進するた  

2がん対策推進計画策定事業         め．「広島県がん対策推進計画」を策定す墨L＿．㍗．＿．．＿＿山＿】＿＿．し▲   
3がん検診強化プロジェクト事業  

砺葡恵豪商主き直石貢軒葡萄機関の情報をイシタニ荊こモ公開するととも  
に．指導を強化する。   

－
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事業名   補助率  19決算醸（干円）  交付決定額（千円）   概要   

県内の樟和ケア推進の中核的拠点として，がん患者とその家族が痛みや不安などの症  
4緩和ケテ支援センター運営事業  43，005   43，005   状を和らげながら，充実した日々を過ごせるよう，住み慣れた地域で．希望に応じて緩  

和ケアを受けることができる体制づくりを支援する。   

山口県  

国庫補助事業（都道府県）  37，786   17，434  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2．   3，528   l，874  

2マンモグラフィ検診従事者研修事業費   1／2   1，000   500  

3がん診療連鰐拠点病院機能強化事業費   1／2   33，258   15，060  

国庫補助事業（拠点病院等）  344，321   159，789  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／l（）   44．44l   19．789  

2がんに係る放射線治療機器繋急整備事業費   1／2   299，880   140，000  

国庫補助事業（上記以外の事菓）  14，252   14，500  

1在宅緩和ケア推進事業   1／2   4，821   2，410  在宅がん患者の相談支援等   

2たばこ対策   1／2   2，686   1，300  禁煙・分煙の普及啓発等   

3肝炎・肝がん対策   1／2   6．745   10，790  肝炎・肝がん対策1，■653肝炎検査（保健所）1．776緊急検査3，316   

県単独事業  21，556   0  

1がん対策推進計画策定事業  1．404  山口県がん対策推進計画の策定   

2がん部会／従事者研修／評価委託  6，209  検診事案評価ハ研修等   

3がんサーベイランス事業  ユ3．943  がん登録事業（山口大学に垂託）   

徳島県  

国庫補助事業（都道府県）  18，227   9，391  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   18，227   9，391  ①がん医療従事者研修②院内がん登録促進③がん患者・豪族の相談支援体制整備   

国庫補助草葉（拠点病院等）  261100（）   135，000  

lがん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   9，000   
①がん登録実務者配置②騒床心理士採用しがん心理相談業務強化③がん患者・家  

9，000   族向けがん患者数重開催  

▼ 「  ，「」■■r．蒜T「㌔彗iiつご琶i窃  ▼ 【  ■rt Jrて㌧ヨ■iこ偶丁コ召■   



事業名   補助率  用決算簸（干円）  交付決定額（千円）   概要   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費   1／2   252．000   126．000  県立中央病院（都道府県拠点病院）放射線治療機器リニアック及び付属設備   

県単独事業  3，442   0  

1生活習慣病管理指導等事集  3，442  
①生活習慣瀬管理指導協諮会各がん部会運営  
②地域がん登録事業   

香川県  

国庫補助事業（都道府県）  6，676   3，116  

1／2   300   
ピンクリボンかがわ鼎協議会、子宮がん対策会議かがわと連携し、終演会・体験換診等  

1女性のがん検診階発普及等事業費  i50   空．聾盈堅漫筆菓を寒軋 
．＿．……、…．．．＿＿．－＿＿．＿，；い＿＿＿＿…‥＿＿．．．．＿．＿．＿．…～＿－…・…叫・＿・…・   

1／2   6．376   
直球従事者に対する研修、院内がん登録の促進、がん相淡支援など地域におけるが  

2がん診療連携拠点病院機能強化事実贅  2，966   ん診療連携の円滑な実施を図る   
548，592   257，739  国庫補助事業（拠点病院等）  

10／10   8，542   
医療従事者に対する研修、院内がん登録の促進、がん相談支援など地域におけるが  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費  7．840   ん琴垂遭遇曳巴連な寡埠を図星＿．＿…＿＿－＿〃．．．－、 
＿‥．■．．、，．．＿，＿．…．＿…＿．＿．－．＝＝＿．＿、．H．．＿．．叫－＿＿．＿ト   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備寄集費 1／2   540，05（）   249，899  つ 

県単独事業  25．831   0  

0   
高性能かつ先進的な放射線治療機器の整備を緊急支頓を行うことで、がんに係る放射  

1がんに係る放射線治療機器緊急整備事柴費  9．200     賂持家現地塵廷豊里畏室を国ゑ．＿＿＿∴∴＝．＿．＿．＿．…．…＿．．＿…ト．“．▼‖＿．＿．＝‥∵‥＿＿H．＿…．．＿‥   
16，631   

生括習慣病（がん）対策協議会の運営及び、地域がん登録事業・がん予防思想普及啓  
2生括習慣病（がん）対策推進事菓  0   発事業やがん検診従事者講習会への支援事業の実施   

愛媛県  

国庫補助寄集（都道府県）  10，000   5，000  

1／2   10，000   
がん医療従事者研修事業、がん診療連携拠点病院ネットワーク事業、がん相談支援事  

lがん診療連携拠点病院機能強化事業資  5，000   業、普及啓発・情報睦快事業   

国庫補助事業（拠点病院等）  308，285   166，995  

1／2  
全がん協に加盟している施設とのがん診療ネットワークに広域インターネットを網を接続  

1がん診療施設情報ネットワーク事業費  2，985   995   し、情報交換や症例の検討をおこなっているが、それらのシステムに係る保守料及び渚  
1／3  経費。   

10／10   26，000   
がん医療従事者研修、院内がん登録推進事業、がん相談支援事業及び普及啓発・情  

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費  26，000   報提供事業に係る人件費や物口購入 その他の諸経費   

3がんに係る放射線治療機暴緊急整備事業費   1／2   279．300   140，000  放射線治療システム ー式   

国庫補助事菓（上記以外の事業）  19，616   11，741   

●    払   
1マンモグラフィ検診精度向上事業費   1／2   15，750   7，875  マ 
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事業名   補助率  柑決算綴（千円）  交付決定籠（千円）   概要   

看護師専門分野育成強化推進事業  
2［専門分野における臨床実践能力の高い看護師の育  10／10   3，866  がんの分野における臨床実践帝力の高い看護師の育成強化を図るため、実務研修を 行う 

成施化事業］   
。  

県単独事業  1，360   0  

1愛媛県がん対策推進協領会の設置及び運営  

2愛媛県がん対策推進計画の策定  523  愛媛県がん対策推進計画検討会を設置し、愛媛県がん対策推進計画を策定した。   

生活習慣病対策を推進するため、生活習慣滴予防協議会を設置し、健康増進法に基  
3生活習慣病予防推進指導事業  685  づく健康診査及びがん検診の精度管理等を行うとともに、一次予防に重点を置いた生  

括習煉病対策について検討した。   

4地域がん登録推進事業  152  
がん対策を効果的に推進するため、がんの発生状況や治療状況等を登録し、羅息卓二‾  
羞原状軌生存率等の集計及び角旺を行った。   

5県民健康づくり運動推進事業費  0  

健康実現えひめ2010の推進のため、食管・たばこ運動等をテーマに人材育成研修を  
実埴した。（ゼロ予算）   

高知県  

国庫補助事業（都道府県）’  10，427   － 5，213  

1女性のがん検診及び骨粗軽症啓発普及等事業費   1／2   183   9l  乳がん検診受診啓発用ちらし作成・子宮がん検診受診啓発用ちらし作成   

2マンモグラフィ倹診従事者研修事業費   1／2   き00   150  マンモグラフィー読影研修の実施   

3がん診療連携拠点柄院機能強化事業費   1／2   7－000   3，500  高知医療センタ†  
■－－l－● ■－一〉▲－－▲ ◆ －－－■－－－1－－・■・－■－－－■－，■－■一－■●■－■■－■－■一一●■■●－■■■－■－●■－■一－－－－－一一」■】■■－■一▲■、－〉－ ■－■ ■ 一－ ■ ■－－●－■－－【－－■－●－－■■■－－■■、●●●■－●■■■■一■－■l■■   

4がん対策推進特別事業費  2，944   1，472  

般事業   1／2   2，944   1．472  がん患者相談事業   

国庫補助事業（拠点病院等）  ユ7，000   17．000  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   17，000   
院内がん登録促進，がん相談支援のための人件費ー，  

17．000   がんに関する各種情報の収集・捜供と督及啓発を実施するための費用   

国庫補助事業（上記以外の事業）  13，794   10，414  

上限額あり   13，794   
【高知大学医学部附属病院〕組織構築・WG開催・コース整備・eラーニング設備の導  

1業成プラン）  10，414   入・医師、看護師等の海外派遣FD研修・各種講演会等を開催する。   
県単独事業  3，327   0  

1がん登録評価事業  1．200  委託先：社団法人高知県医師会   

2がん検診精度管理指導協散会  574  
がん検診の受診率が向上するための普及啓発の実施がん検診事業の精度管理等を  
行っていくための協儀会の開展や従事者維習会の開催  

がん検診従事者指導紺習会の実施   
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事業名   補助率  19決算額（千円）  交付決定額（千円）   群要   

4がん対策推進協散会  561  がん対策推進計画の進捗管理・効果検証  
【■・■▼－－●●－●－■一一一－－－■一一一一一一一■－■－－■－－－一欄－－▼＋■■－－－■－－■－－－・－－－－一一一－－－■－－－－－－■●－▼→－－・→」■・－－∪■一一■一一一一－－一－■←－■■－■■－▲●－－■■一■■■‾■‾■  

5がん患者相談事菓  727  がん相談センターこうち開設のための改築工事費・同センターの光熱水費  

福岡県  

国庫補助事業（都道府県）  34，377   16，140  

1マンモグラフィ検診従事者研修事業費   l／2   3，916   911   

1／2   30，461   
■■－・－▼▼■▼●－■－－－…■■－－－－－‥→－－→・▼－▼－▲－－一－M－－▼■■「■■■－－■一－・－・－－一一＝－－－－－ －′－■－■「－■■－－＝■－【■－■■－－－－－－－…■－一一－－一一・■■■－▲ －－－－■H－一－－－－－－‾蠣川－■－■【■一一■－－                                                                     卓l   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費  15，229  、 

国庫補助事業（拠点病院等）  326．423   324．235  

1マンモグラフィ検診従事者研修事業費   1／2   2．100  マンモグラフィ検診従事者への研修に係る経費の助成   

2がん診療施設情報ネットワーク事業費   1ノ2   26，333   26，3a3  がん診寮施設情報ネットワークシステム構築に係る経費の助成  
■■－L■＋■▲鵬■■■一「▼▼■一－－■－－－■－－－■－－－■一■■－－一一－■－－L－－－■一一・一・－－－－－－－－←－●－－“一■－－－▲－－■－－■一－■－－一－｝」一L一－一，■■■一■■■■－■■■一■ヽト■・■■◆一＼■‾】▲▲▲■               丁ゝ⊥   

3がん診療連携拠点病院機能強化事業費   11）／1（）   1T，990   17．990  、 
、 

4がんに係る放射損治採機器緊急整備事菓費   1／2   280，OtIO   279，912  放射線治療機器（リニアック等）の整備に係る経費の助成   
∽ 

国庫補助事業（上記以外の事業）  16l．129   0   

肝炎ウイルス総合対策事業肺炎対策推進室所管）  12，202  
A  ま几        d き萱．        †ヽ   

1  、与与   1／2  
2 
保健衛生施設等施設・設備整備費   1／2   7，875  マンモグラフィ画像読影支捜システムの導入に係る健診機関への助成   

健康たばこ対策事業（（財）地域社会振興財団長寿社   
10／10   l∫052  

たばこ知らずのヤングセミナー事業、禁煙推進サポート事業、防煙、分煙、禁煙稚適   
3会づくりソフト事業費交付金）  

事業主体▼都道府＝県  
フォーラムの開催 等   

医療提供体制推進事業費補助金（医政局所管〉  
4共同利用施設設備整備事業（共同利用高額医腐機  2／3   140，000  

地域医療支援病院の共同利用部門として必要な医療機器（共同利用高額機器）の盤  

器）  

備に係る経費の助成   

県単独事業  13．025   0  

がん対策推進事業  
1福岡県がん対策推進協議会の運営費  2，270  がん対策推進協親会の設置、遊営に係る逢費   

■盾 県  

がん予防対策稚適事業   
1，600  

福間県地域婦人会連絡協議会のがん予防思想の普及啓発、集団検診の受診奨励括   
2・補同県地域婦人会連絡協紘会事業費補助金   10／10  動等に係る経費の助成   

・ぎ h婦人会連絡協議会  

成人病予防事業推進費  福周県集団検診協訪会の集団検診に関する研究指導、集団検診従事者の教育指  

3・福岡県集同検診協法会事業費補助金  導、読影基準の統一及び読影能力の向上、集団検診思想の普及啓発等の活動に係る  

事業主体：棒固県集団検診協詰会  経費の助成   
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事業名   補助率  19決算観（千円）  交付決定萬（千円）   概要   

成人病予防事業推進費  

783  
乳がん検診の精度管理上の課題や精度向上のための方策を検討するための精度管  

4離（乳がん検診部会香  理香鼻会の開催、運営を委託   
員会精度管理委員会）  

健康診査管理指導事業費  
5■生活習慣病検診等従事者講習会開催柴務委托  7，172  生活習慣病検診等従事者等に対する請習会の開催を福岡県集団検診協散会に委託   
委託先：福同県集団検診協議会  

佐賀県  

国庫神助事業（都道府県）  23．549   12．222  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   1，885   942  乳がん予防講演会の開催、街頭キャンペーンの実施。   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   18．184   
がん医療提供体制の質の向上、がんに関する情報収集・提供。好生館＋ 日  

9，019    赤）   
3がん対策推進特別事業費  3，480   2，261  

般事業   1／2   3，480   2，261  がん予防知訊の普及啓発、がんの悩み相談、マスコミによる普及啓発。   

国庫補助事業（拠点病院等）  250，687   130，55l  

1がん診療連携拠点病院機能強化寄集費   10／10   20．737   15，576  がん医療提供体制の質の向上、がんに関する情報収集卜提供等．（佐賀大学＋嬉野）   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費   1／2   22g，950   114，975  リニアック及びその付属機器の整備、設置場所の改修   

県単独事業  45，749   0  

1がん検診車整備事業   県単独   40，845  肺がん検診車の購入。   

2生活習慣痛惜報解析事業   県単独   4，904  地域がん登線の実施。   

長崎県  

国庫補助事業（都道府県）  3g，362   19，681  

1／2   3，362   
ピンクリボンフェスタ開催、県庁時計塔ライトアップ事業、ピンクリボンラッピングパス、子  

1，681   官がん予防講演会等   
l女性のがん検診啓発普及等事業費  

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   l／2   36，000   18．000  がん診標連携拠点病院のがん診虎等に関する質の向上事業   

国庫補助事業（拠点病院等）  323，990   166．000  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   26，000   26，000  がん診請連携拠点病院のうち、国立関係病院の機能機能強化事業   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費  
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事業名   補助率  1g決算額（千円）  交付決定額（千円）   概要   

県単独事業  13，303   0  

1禁煙ポスターコンクール事業  1，688  小中学生禁煙ポスターコンクール、禁煙・分煙協力宣言路定制度、公共施設の禁煙分  
煙調査等  

2がん登録・評価事業  8，245  医療機関からのがん篠患情報、病理情報等の収集・分析・報告の実施   

3がん対策部会・委員会開催等  3，370  蔚摘東蕗達宙画あ葡衰東砂こ寵薇畜ニが福衰奮あが方面舞お内海な濾藩妄薗｛－  
るための協議会開催等   

熊本県  

国庫補助事業（都道府県）  39．460   31，q84  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   513   256  啓発購病舎等の開催による女性のがん検診の普及啓発   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   11．152   5，574  県内の補助対象2病院に対する補助   

3がん対策推進特別事業費  27．795   25，254  

一般事業   1／2   5．082   2．541  緩和ケア研修会の実施及びがんの在宅療養に係る地域連洪促進   

特別事業   10／10   22，713   
師廟転意宿蔭蘭た行ネ苅ニク妄語重し、院丙がん登痕あ推進、ヂこ  

22，713   タ解析、ビデオカンファレンス、地域連携パスの作成に役立てる   

幽庫補助事業（拠点病院等）  26．0（）0   26，000  

1がん診凍連携拠点病院機能強化事業費   26，000  県内の独立行政法人3（H19は2）病院に対する補助   

国庫補助事業（上記以外の草葉）  2，654   1，324  

1訪問者建推進事業   1／2   2，654   1，324  在宅緩和ケアフォーラムの実施、訪問者講師の質の向上のための専門研修   

．県単独事業  8－287   0  

】地域がん選録事業   1／2   8，287  がんの羅患・治療・生存等の状況を把旛分析し、がん対席の効果的な推進を回る   

大分県  

国庫補助事業（都逆府県）  282   140  

l女性のがん検診啓発普及等事業芦・   1／2   282   140  乳がんの普及啓発のため、ピンクリボン・フェスタを実施   

国庫補助事業（拠点病院等）  298，20¢   140，000  

1がんに係る放射線治庶機器緊急整備事業費   1／2   298，200   140，000  リニアック整備   

国庫補助事兼（上記以外の事業）  585   292  

1たばこ対韓緊急特別対策事業   1／2   585   292  禁煙指導者の養成、パンフレットの作成等   
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事業名   補助率  19決算額（干円）  交付決定額（干円）   概要   

県単独事業  1，396   0  

l成人病検診従事者構習会   県単   896   0  細胞診従事者講習会を開催   

2がん征圧全国大会   県単   500   0  全国大会開催に助成   

宮崎県  

国庫補助事業（拠点病院等）  3，385   3，385  

，1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   3，385   
がん医療従事者研修事業、院内がん登録促進事業、がん相談支援事業、普及啓発、  

3，385   情報堤供事業   
国庫補助事業く上記以外の事業）  8，748   0  

1生括習慣病対策室計上分たばこ対策促進事業   1／2   1，590  

2がん予防展・擢演会（財団法人がん研究振興財団）  7，158  

がん医療における地域医療の質の改善を図り、rがん対策基本法」の目的である、専門  
3がんプロフェッショナル兼成プラン（文部科学省）  6，8IO  的な知識及び技能を有する医師及び医療従事者を養成し、質の高いがん医療の均て  

ん化を実現する教育ブラン。   

県単独事業  7，269   0  

1地域がん診療拠点病院尭備事業  3，708  

2成人病検診従事者研修  3．299  

3成人病検診管理指導協議会  262  

鹿児島県  

国庫補助事業（都道府県）  17，273   8，860  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   1，510   
鹿児島県ピンクリボン月間の周知広報及び乳がん予防の普及啓発  

755   乳がん死ゼロ促進啓発講演会の実施   

2マンモグラフィ検診従事者研修事業費   l／2   970   484  マンモグラフィ検診従事者（掃影技師）の研修の実施   

3がん診療連携拠点病院機能強化事業費   l／2   11，711   
がん医療従事者研修事象がん診療連憐拠点病院ネットワーク幸美．院内がん登録促  

5．855   遥事墓⊥ ＿－＿り≠＿＿．，．．，．＿＿＿‖一＿＿＿叩，＿．＿．＿＿＿＿．．   

4がん対策推進特別事業費  3，082   1，766  

般事業   1ノ2   3．082   1，766  がん検診均てん化研修会の実施，がん予防の周知事業，がん検診追跡結果評価事菜   

国庫補助事業（拠点病院等）  305，300   165，650  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   28，000   
がん医療従事者研修草葉，がん診療連携拠点病院ネットワーク事巣，院内がん登録促  

26，000   進事業，がん相‾支授事業．普及啓発・情報提供事業   
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事菓名   補助率  19決算額（千円）  交付決定隠（千円）   概要   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備享楽費   1／2   279，300   139，650  

国庫補助事業（上記以外の事業）  75，736   0  

1たばこ対箭促進事業   1／2   207  若年層に対する普及啓発の実施   
一 

3，570  
元竜瓦青野た添ける質の高ホ看護両石膏読者図るとさ亮l三，診療蓮顔葡融の末葉落‡とを  

2認諾志度専門分野（がん）における質の師看御  10／10  図っていくことを旦些ょする L＿．＿．．   

3粒子線がん治療研究施設整備支援事業   予算の範囲内   63，820  
て所汚宇才若り云直撃頑東南団が取り組んでいががん粒子線治凍研究センタニiあ垂  
備について財政支援を行う   

4医師臨床研修費補助事集貨・   10／10   4，355  臨床研修医の臨床研修の支援  

5へき地医療拠点病院運営事業費  1／2   3，000  へき地医療の活動費及び医療費等   

6ATL対策推進事業   10／10   784  ポスター十パンフレット作成，医涜従事者等研修会の開催   

県単独事業  2，652   0  

1がん克取総合推進事業  2．652  がん登録の実施．がん対策推進協議会の開催等   

沖縄県  

国庫補助事業（都道府県）  15，646   8，785  

地域がん診療拠点病院（3施設）で実施した、がん医棟従事者研修、緩和医原体制、  

lがん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   15，646   8，785   情報浸供体制、院内がん登録及び地域がん登録等について機能強化を目的に補助を  
行った。   
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晦瀞  

20福保医政第1520号  
平成2 0年1月 3 0 日  

厚生労働省健康局長 殿  

東京都福祉保健局長  

安 藤 立  

東京都における都道府県がん診療連携拠点病院の機能分担及び  

連携協力体制等の進捗状況について   

このことについて、平成20年2月8日付け健発第0208001号に基づき指定  

を受けた医療機関にかかる病院間の機能分担及び連携協力体制等の進捗状況について  

別紙のとおり報告いたします。   



別 紙  

東京都における都道府県がん診療連携拠点病院の機能分担及び  

連携協力体制について   

東京都には、日本の人目の約1割にあたろl，2り（）万人超の住艮が脚巨し、また、高度  

な医療提供が可能な病院から、佳代に身近な地域でのプライマリーーケアを提供する診療  

所まで、全国で最も多くの医療機関が所在している．   

都道府県がん診療連携拠点凍郭完（以下「都道府県拠点病院」という．）は、、！需亥都道府  

県におけるがん診療の質の向上及びがん．診糠〃）連携協力体制の構築に閲しLト一心的な役割  

を担うこととされているが、都のこうした地域的な特性を鑑みた場合、1／）の医瞭機関  

において都道府県拠た病院としての様々な役割を全て担うことは、そ〝）役割の大きさや  

取組にかかる負担等を考慮すると、必ずしも効果的・効率的な僻Iiりとは言い難い。また、  

都内には優れた機能を有する医療機関が多数存在するが、料京都立駒込病院及び癌研究  

会有明病院の2病院は、がん診療に関して全国的に蛋）高し、′実績と評価を得ている医療機  

関であり、それぞれの病院の特長を活かし機能分担と連携協力を行いつつ 、2つの病院  

で都道府県拠′和郎完の役割を担うことが、椰におけるがん医瞭肘具体制の充実に資する  

ものと考えられるため、都は、両病院を都道†仔県拠ノl∴（病院として推薦し、平成20年2  

月にそれぞれ何の指おを受けたところであろ。  

（都におけるがん医療体制整備のノブ州、牛に／1いて）   

都では、平成20隼3月にがん対策基本法に廷／うく都道府県がん対策推進計画として  

「東京都がん対策推進計画」（以下「都推進れ吼 という、，）を策定L、ニれに基づき都  

内のがん医療提供体制の整備を進めている 

都推進計画では、がん診療連携拠点病院（以卜「拠ム病院」という。）及び東京都認定  

がん診療病院（拠ノた病院と同等の診療機能を有する医療機関として都が独自に認定した  

病院、以「「認定病院」という．）の整備、拠点病院を中心、とした連携体制に整備による  

がん医療水準の向卜、集学的治療の推進と人材育成、情報提供の推進と相談支援体制の  

整備、治療の初期段階からの緩和ケアの実施、在宅医療体制の充実、がん隠録の推進等  

をがん医塘にかかる施策の方－1叶性として掲げている〉   

都道府県拠点病院である両病院は、それぞれの特長を活かし、また、協力して都全体  

を視野に置いた諸調整を行うなど、郁におけるがんl掛掛提供休制の整備に大きな役割を  

果たしている 

（両病院の機能分担）   

都立駒込病院は、多くの地tメェ医師会等と仏力して「がん．診瞭地域連絡会」を開催し、  

地域連携クリティかレバス（以卜「連携パス」という∴）の試子J・検証や困難相談事例の  

検討等を通じた相談の贋サ埴＝二に取畑組んできたというキ、はを欄かし、郁におけるがん  

医療連携体制の［卜L、として州1欄托進めていくこととして、都内仝て〃）拠ノた病院、認定   



病院、東京都医師会及び都によって構成される「東京都がん診療連携協議会」の運営の  

中心を担い、都内の連携体制整備や相談支援機能の向上、院内がん登録デー一夕の集計体  

制の整備等にかかる取組を進めている。   

癌研究会有明病院は、基経研究・臨床研究部門と一体となって活動を行ってきた実績  

や緩和ケア病棟・緩和ケア外来の取組、専門医養成の研修等を行ってきた特長を活かし、  

都におけるがん医療に関する人材育成の中心として取組を進めていくこととして、地域  

拠点病院等の医療従事者を対象とした放射線療法や化学療法にかかる職稚別の専門研修、  

医師向け緩和ケア研修等を実施している。  

（東京都がん診療連携協議会・専門部会）   

都では、都民に広く高度ながん医療を提供する体制を確保するため、拠点病院と同等  

の高度ながん診療機能を有する病院を都が独自に認定する「認定病院」制度を創設し、  

14か所の拠点病院と10か所の認定病院、合わせて24病院の体制をとっているが、  

これらの病院の連携協力体制を築き一体的な取組を進めていくために、都内全ての拠点  

病院、認定病院、東京都医師会及び都が参画する「東京都がん診療連携協議会」を設け、  

また、専門部会として、がん登録、研修、連携パス及び相談・情報の4つの部会を設置  

し、都道府県拠点の両病院が協力して運営を行っている。   

がん登錬部会では、拠点病院だけでなく認定病院も含めた都内の院内がん登録データ  

の収集・分析体制や、院内がん登録を円滑に実施していく上での課題等について協議を  

行っている。（事務局は都立駒込病院）   

研修部会では、医師、看護師、薬剤師、技師の職種別の小委員会を設け、それぞれの  

専門性を高めるための研修の検討、医師向け緩和ケア研修会にかかる都内の実施計画の  

調整等を行っていくこととしている。（事務局は癌研究会有明病院）   

連携パス部会では、拠点病院・認定病院が共通で使える標準的連携パスの作成に向け  

（事務局は都立駒込病院）、いわゆる5大がん（胃がん、肺がん、肝がん、大腸がん、乳  

がん）ごとに小委員会を設置し、国立がんセンター中央病院、医師会等からの委員も加  

えて検討を行っている。なお、大腸がんの／ト委員会は都立駒込柄院が、乳がんの小委員  

会は癌研究会有明病院が幹事病院となっている。   

相談・情報部会では、拠点病院・認定病院の全病院におけるセカンドオピニオンの提  

示状況をがん種ごとに整理し、一覧情報として共有することや、相談の質の向上のため  

各病院のがん相談支援センターの担当者のネットワークづくりを進めることとしている。  

（事務局は都立駒込病院）   

拠点病院・認定病院合わせて24病院に上る、数多い高度な医療機関の一体的な取組  

を進めていくには、取組の内容ごとに都立駒込病院と癌研究会有明病院の両病院が役割  

分担や連携・協力を行っていくことが必要となる。このため、引き続き両病院の特長を  

活かし、また、両病院が連携・協力することにより、都におけるがん診療の質の向上と  

がん診療の連携協力休制の整備を進めていく。   



都内がん診療連携拠点病院■東京都認定がん診療病院  一覧  

表1 都道府県がん診療連携拠点病院（都道府県拠点病院）  

表2 地域がん診療連携拠点病院（地域拠点病院）  

医療機関名  所在地  備考  

東京人学医学部附属病院  

F‡本医科大学付属病院  

聖路加国際病院  

NTT東【1本関東病院  

「I本赤十守二杜医療センターー  

東京女イー医科大学病杭  

Fl本人′学区羊狛附属板橋病院  

帝京大学医学部附属病院  

青梅市立総合病院  

東京医科大学八i二√医療センターー  

杏林大学医学部付属病院  

卜】本席卜字杜東京都支部武蔵野赤卜′ト病院  

丈長汀し本郷7－：ミー1   

文京「キ「＼駄本1山1－W5   

［ト央「吏二明†1町リー1   

品川匡二紆止卜石＝5－9－22   

渋谷k広尾4Ⅷ122   

紅宿lヰニ河＝＝町H1   

板橋直＿左往LJ卜町こjり一1   

板橋区加賞2－11－1  

青梅車乗＃梅」≠1（うー5   

八l三j′一石館町1163   

二鷹市戊恒＝eト山2（＿）一2   

武蔵野市境㈲町仁一Ⅶ2（う一1  

区「「l央部   

†く東北部   

［玉東抑  

区南都   

区酉南灘   

区画都   

区酉北部   

「く西北部  

西多摩  

南多摩  

北多摩南・西部  

北多摩南・北部  

（往） 備引酢封里摘摘L た上し、担、■撒1城け址塊馳「封郁11ことしてい役替佐一定♂）た≠）〟）であり、  

実際に江担矧圏域を越えて連携か子」▲われろことがあろ  

表3 東京都認定がん診療病院（認定病院）  

医療機関名  所在地  

東京慈恵会医科大学附属病ド完  

【司際医療福祉大学二即郁完  

東京都済生会中央病院  

順大ヰ；仁大学医学部附脚Il甘大′敬医院  

昭和人学病院  

独立行政法人国立病院機構東豪匪塘センター・岬  

慶應義塾大学病院  

東京厚生年金病院  

東京医科大学病院  

しⅠ本医科大学多摩永由病院  

港区西新橋：ぅー1〔仁1ト；   

港「く∴田L－1－：i   

港［く」111一一1－17   

丈ム（【大本郷二ト1－こう   

．品川車用勘ハム1－5ⅣH   

廿里区東甘け二2－・－5「】」   

新宿小二一言膿町こぅ5   

新宿lキ津／1、f叩コ‾5一¶1   

新宿区西新宿守一1－1   

多摩lト永け1丁1   



がん診療連携拠点病院及び東京都認定がん診療病院について（概要）  

1 がん診療連携拠点病院（「拠点病院」）  

（1） 目的  

専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとともに、がん   

診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者に対する相談支援、情報   

提供を行うため、厚生労働省が定めた整備指針に基づき、「都道府県がん診   

療連携拠点病院」を都道府県に概ね1か所、「地域がん診療連携拠点病院」   

を二次保健医療圏に1か所程度、都道府県の推薦に基づき国が指定〕  

（2）指定要件  

厚生労働省が定める整備指針を満たしていることが要件であるが、都か   

ら国に推薦した病院については、整備指針の要件に加え、5火がん（肺が   

ん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん）のほかに複数のがん（子宮がん、   

血液腫瘍など）についても集学的治療を実施していること、放射線治療や   

外来化学療法の実施などの高い診療機能を有していること等を要件として  

いる。  

（3）役割  

・高度ながん医療、緩和ケアの提供やセカンドオピニオンの実施。  

・がん医療従事者に対する研修、相談支援センターの設置やがんに関する   
情報提供・普及啓発、院内がん登録の実施など。  

・都道府県がん診療連携拠点病院は、都道府県のがん診療の質の向上及び   

がん診療の連携協力体制の構築に関し中心的役割を担い、また、地域がん   

診療連携拠点柄院は、二次保健医療圏における中心的な役割を担う。  

2 東京都認定がん診療病院（「認定病院」）  

（1） 目的  

都民に広く高度ながん医療を捏供するため、匡iが指定するがん診療連携  

拠点病院と同等の高度な診療機能を有する病院を「東京都認定がん診療病  

院」として都独自に認定。  

（2）認窟要件  

厚生労働省が定める拠点病院の整備要件に加え、5大がん（肺がん、胃   

がん、肝がん、大腸がん、乳がん）のほかに複数のがん（子宮がん、血液   

腫瘍など）についても集学的治療を実施していること、放射線治療や外来   

化学療法の実施などの高い診療機能を有していること。  

（3）役割  

高度ながん医療、緩和ケアの提供やセカンドオピニオンの実施。  

・相談支援センターの設置やがんに関する情報提供・普及啓発、院内がん   
登録の実施、がん診療連携拠点病院が実施する取組への協力（連携協議会   

への参画、研修事業への協力等）   

・地域における連携体制の構築にあたっては、「甘度な診療機能を持つ認定   

病院も協力し、拠点病院と▼価となって都内のがん医療水準の向上に努め  

る。   



東京都内のがん診療連携拠点病院・東京都認定がん診療病院  

0  ＝ 都道府県がん診療連携拠点病院  

0＝地域がん診療連携拠点病院  

1 ＝ 東京都認定がん診療病院  

区中央部・区東北部・区東部  

11東京大字医学部附属病院  
乏：日本医科大字付属病院  北多摩西部・北多摩南部・北多摩北部  区西北部  

聖路加国際病院  
【都拠点】  

都立駒込病院   
了†武蔵野赤十字病院  
〕‡杏林大字医学部付属病院  拠点仁詰責至芸芸蔓霊㌫‡悪霊漂病院  

東京慈恵会医科大字附属病院  
国際医療福祉大字附属三田病院  
東京都済生会中央病院  

4順天堂大字医学部附属順天堂医院  

奥多摩町  

檜原村  

【都拠点】  
癌研有明病院  

i      区西部  拠点  ⑥東京女子医科大学病院  認定  Å慶應義塾大学病院   」jL東京厚生年金病院   ー皇、。東京医科大学病院  
］画東京医科大字八王子医療センター  

］丑日本医科大字多摩永  区南部  

耳NTT東日本関東病院  

ご5。昭和大学病院  

＿＿＿」   



匡≡  
東京都がん診療連携協議会設置の役割一専門部会  

【設置の趣旨】   

束京都のがん医療を充実させ、都民に高い水準のがん医療を提供するとともに、  

がん診療連携拠点病院及び東京都認定がん診療病院の連携体制を構築する。  

東京都がん診療連携協議会の役割  

（1）当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制及び相談支援の提供体制   
その他のがん医療に関する情報交換を行うこと。  

（2）当該都道府県内の院内がん登録のデータ分析、評価等を行うこと。   

（3）がんの種類ごとに、当該都道府県においてセカンドオピニオンを提示す   
る体制を有するがん診療連携拠点病院を含む医療機関の一覧を作成・共有   
し、広幸反すること。   

（4）当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院への診療支援を行う医師の   
派遣に係る調整を行うこと。   

（5）当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が作成している地域連携ク   
リテイカルパスの一覧を作成・共有すること。また、我が国に多いがん以   
外のがんについて、地域連携クリテイカルパスを整備することが望ましい。   

（6）当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が実施するがん医療に携わ   
る医師を対象とした緩和ケアに関する研修その他各種研修に関する計画を   
作成すること。  

（厚生労働省「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」  

（平成20年3月1日付健発第0301001号）Ⅳの4より）  

拠点病院・認定病院・都医師会・都で協言義会を構成  

（院内がん登録データの収集、分析評価等）  

（緩和ケア研修その他各種研修計画の作成等）  

（全都的地域連携クリテイカルパスの整備等）  

（相談支援体制、情報提供体制の充実等）   



資料5（迫井構成員提出資料）  

「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」に基づく  

指定更新（平成22年4月1日）への対応について  

～全国衛生部長会調査結果より～  

広島県健康福祉局  

1 調査の概要   

全国衛生部長会が会員都道府県に対し，今後の対応状況等について調査し，回答のあ   

った39都道府県を集計。   

2 調査結果  

（1）既指定の拠点病院における新たな指定要件への対応見込み  

区  分   回答都道府県数   

月までには概ね要件を充足する見込み   8   

カ  29   
【  2  

平成22年3  

全ての病院  

現時点では才  

※各都道府県においては，要件充足に向けた取組を促すとともに状況を精査中であり，直近の状況が反  
映されていない可能性がある   

（2）充足が困難であると考えられる指定要件  

ターー研修修了相談員の配置   

クリティカルパスの整備   

研修の定期的開催   

療 
配 
ケ 

ワ 

り 

療 
がんセン  

地域連携  

緩和ケア  

（3）充足が困難であると考えられる場合の対応方針  

多数の都道府県で，指定要件への対応に課題があると認識しており，各県独自の拠   

点病院制度創設などの対応が検討されている（11都道府県）。   

（4）国に対する要望等  

これら状況を踏まえ，次のとおり指定要件の見直しなどについて，多数の都道府県   

から対応を求める意見が提出されている。  




